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ー
ー
竃
暮
響
綜
p
肥
U
冒
ζ
魯
p
巳
白
面
治
世
の
政
策
の
変
遷

杉

山

雅

樹

門
要
約
】
　
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
憲
期
、
ヤ
ズ
ド
の
支
配
権
を
授
与
さ
れ
た
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
創
始
者
竃
暮
習
甘
p
旧
∪
冒
冨
魯
9
目
臼
ゆ
傷
は
、
》
げ
繭
ω
餌
．
凱

死
後
の
混
乱
期
に
お
い
て
、
ヤ
ズ
ド
の
有
力
者
で
あ
る
ニ
ザ
ー
ム
家
に
関
わ
る
人
々
を
経
済
的
保
護
に
よ
っ
て
優
遇
し
、
ケ
ル
マ
ー
ン
地
方
進
出
以
降
に

は
、
ウ
ラ
マ
ー
の
側
も
積
極
的
に
王
朝
の
支
配
を
支
持
す
る
姿
勢
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
至
聖
巴
N
寧
∪
冒
は
徐
々
に
支
配
に
対
す
る
都
市

住
民
の
支
持
を
獲
得
し
た
が
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
征
服
後
、
さ
ら
な
る
遠
征
を
前
に
し
て
、
新
た
に
支
配
領
域
に
組
み
込
ん
だ
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
に
対
し
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
支
配
者
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
に
対
す
る
バ
イ
ア
を
行
い
、

そ
の
後
世
俗
権
力
者
「
ス
ル
タ
ン
」
と
し
て
の
地
位
と
カ
リ
フ
の
持
つ
宗
教
的
権
限
を
も
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
支
配
者
と
し
て
の
権
威

の
変
遷
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
影
響
が
急
速
に
薄
れ
て
い
く
イ
ラ
ン
に
お
い
て
、
新
た
な
る
君
主
像
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
九
巻
五
号
　
鳳
○
〇
六
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
従
来
、
一
三
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
の
襲
来
か
ら
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
成
立
す
る
一
六
世
紀
初
頭
ま
で
は
イ
ラ
ン
史
に
お
け
る
政
治
的
・
宗
教
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

大
変
動
の
時
代
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
特
に
一
二
五
八
年
国
巳
Φ
。
Q
⇔
率
い
る
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
襲
来
に
よ
っ
て
ア
ッ
バ
ー
ス

朝
が
崩
壊
し
、
理
論
的
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
の
指
導
者
の
立
場
に
あ
っ
た
カ
リ
フ
位
が
消
滅
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
以
前
、
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ア
ッ
バ
ー
ス
朝
後
期
に
お
い
て
権
力
を
握
っ
た
支
配
者
、
例
え
ば
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
日
○
β
σ
q
登
臨
切
Φ
α
q
（
在
位
㎝
〇
三
八
～
一
〇
六
三
）
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

宗
教
的
権
威
で
あ
る
カ
リ
フ
か
ら
ス
ン
ナ
派
に
お
け
る
世
俗
権
力
者
を
示
す
「
ス
ル
タ
ン
」
の
称
号
を
承
認
さ
れ
、
政
治
的
権
限
を
委
ね
ら
れ

る
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
ア
ッ
バ
ー
ス
工
期
に
ウ
ラ
マ
ー
に
よ
っ
て
シ
ャ
リ
ー
ア
の
体
系
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
カ
リ
フ
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

神
授
の
理
論
が
あ
り
、
ス
ル
タ
ン
は
カ
リ
フ
の
承
認
に
よ
っ
て
自
身
の
支
配
に
対
す
る
正
統
性
を
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
規
定
と
は
関
わ
り
の
な
い
「
不
信
心
者
」
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
が
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
を
支
配
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

イ
ラ
ン
に
お
け
る
支
配
者
の
概
念
に
○
猷
⇒
σ
q
齢
囚
げ
習
の
血
統
と
い
う
新
た
な
要
素
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
や
が
て
、
イ
ル
・

ハ
ー
ン
朝
○
げ
窪
き
（
在
位
一
二
九
五
～
＝
一
δ
四
）
は
、
既
に
ム
ス
リ
ム
と
な
っ
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
支
持
を
得
る
た
め
に
自
ら
イ
ス
ラ
ー
ム

に
改
宗
し
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
帝
王
（
℃
践
ω
訂
7
高
H
G
。
訂
ヨ
）
」
の
称
号
を
用
い
て
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
消
滅
後
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

信
仰
の
保
護
者
と
し
て
振
舞
っ
た
が
、
一
方
で
は
引
き
続
き
モ
ン
ゴ
ル
の
伝
統
を
遵
守
し
、
都
市
の
有
力
者
に
対
し
て
も
自
ら
が
○
露
国
σ
q
冒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

囚
げ
謬
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
つ
ま
り
、
O
訂
N
睾
以
降
、
支
配
者
に
と
っ
て
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
帝
王
」
で
あ
る
こ
と
と
9
冒
σ
q
冒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

家
の
後
喬
で
あ
る
こ
と
の
二
つ
が
、
支
配
の
正
統
性
を
主
張
す
る
根
拠
と
な
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
＝
二
三
五
年
》
ぴ
口
ω
p
．
凱
（
在
位
～
三
＝
ハ
～
一
三
三
五
）
の
死
に
よ
っ
て
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
が
事
実
上
崩
壊
す
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

系
有
力
ア
ミ
ー
ル
達
は
0
注
⇔
σ
q
嵐
家
の
血
筋
を
持
つ
人
物
を
ハ
ー
ン
と
し
て
擁
立
し
、
覇
権
を
争
っ
た
。
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
下
で
成
立
し
た

非
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
系
の
地
方
政
権
は
、
当
初
こ
う
し
た
急
心
ハ
ー
ン
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
権
威
を
認
め
、
ハ
ー
ン
の
名
に
お
い
て
金
曜
礼

拝
の
説
教
（
フ
ト
バ
写
葺
ぴ
9
）
を
読
み
、
貨
幣
の
鋳
造
（
ス
ィ
ッ
カ
ω
節
訂
）
を
行
っ
て
い
た
が
、
　
＝
二
一
二
九
…
四
〇
年
以
降
、
徐
々
に
モ
ン
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ル
の
宗
主
権
か
ら
脱
し
て
い
く
者
が
現
わ
れ
た
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
「
イ
ラ
ン
系
」
地
方
政
権
は
ど
の
よ
う
に
し
て
自
身
の
支
配
権
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い

に
対
し
、
彼
ら
が
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
以
降
民
衆
の
間
で
深
い
崇
敬
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
ス
ー
フ
ィ
ー
や
サ
イ
イ
ド
と
の
関
わ
り
を
深
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
に
よ
っ
て
、
支
配
の
正
統
性
を
獲
得
し
た
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
地
方
政
権
の
支
配
の
在
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り
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
事
例
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
当
時
の
地
方
政
権
の
一
つ
、
イ
ラ

ン
中
南
部
を
拠
点
と
し
た
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
を
採
り
上
げ
、
考
察
を
進
め
た
い
。

　
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
末
期
に
ヤ
ズ
ド
で
成
立
し
た
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
創
始
者
鼠
害
踏
N
巴
－
∪
冒
竃
昌
9
日
箏
騨
q
（
在
位
一
三
一
八
～
一
三
五

八
）
は
、
》
ぴ
口
ω
p
．
凱
の
死
後
、
偲
儒
ハ
ー
ン
を
擁
立
す
る
チ
ョ
バ
ン
朝
と
の
同
盟
を
通
じ
て
ケ
ル
マ
ー
ン
地
方
を
獲
得
し
、
そ
の
後
イ
ン
ジ

　
　
⑪

ユ
ー
朝
君
主
〉
げ
q
H
ω
冨
ρ
H
且
郎
（
在
位
；
西
三
～
一
三
五
七
）
と
の
抗
争
の
末
に
シ
ー
ラ
ー
ズ
、
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
を
征
服
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
。
さ
ら
に
タ
ブ
リ
ー
ズ
を
も
一
時
占
領
し
た
が
、
そ
の
直
後
、
息
子
ω
げ
鋒
ω
ざ
智
、
（
在
位
一
三
五
八
～
；
天
四
）
ら
皇
子
た
ち
の
ク
ー

デ
タ
ー
に
よ
っ
て
廃
位
に
追
い
込
ま
れ
た
。
君
主
と
な
っ
た
ω
げ
讐
ω
ピ
ず
．
は
親
族
間
の
内
紛
を
治
め
、
治
世
後
半
に
は
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝

の
最
大
領
域
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
の
死
後
＝
二
九
三
年
目
H
B
賃
（
在
位
一
三
七
〇
～
一
四
〇
五
）
の
侵
攻
に
よ
っ
て
王
朝
は
崩
壊
に

至
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
従
来
の
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
に
関
す
る
研
究
で
は
、
王
朝
の
支
配
が
確
立
さ
れ
る
背
景
と
な
っ
た
諸
要
因
に
つ
い
て
は
十
分
な
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

察
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
≧
げ
郎
ヨ
は
ζ
毎
踏
N
巴
－
∪
冒
時
代
の
貨
幣
に
刻
ま
れ
た
支
配
者
の
名
前
の
変
遷
に
注

目
し
、
冨
畠
践
N
巴
－
∪
冒
が
飽
偶
ハ
ー
ン
の
宗
主
権
を
認
め
る
立
場
か
ら
、
や
が
て
独
自
の
権
威
を
獲
得
す
る
に
至
る
過
程
を
明
ら
か
に
し

⑬た
。
し
か
し
、
〉
一
霧
中
に
し
て
も
貨
幣
に
刻
ま
れ
た
銘
文
の
変
遷
を
年
代
記
史
料
の
記
述
と
整
合
し
、
か
ろ
う
じ
て
時
系
列
的
に
並
べ
た
だ

け
に
留
ま
り
、
ζ
旨
毘
N
塾
∪
冒
が
主
張
し
た
支
配
の
正
統
性
に
つ
い
て
具
体
的
な
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
≧
寓
ヨ
が

寓
暮
践
N
9
甲
∪
冒
の
権
威
が
確
立
さ
れ
た
重
要
な
政
策
と
位
置
付
け
る
、
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
に
対
す
る
バ
イ
ア
の
意
図
と
そ

の
後
の
影
響
に
つ
い
て
も
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　
本
稿
は
、
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
崩
壊
後
、
ζ
毎
弩
N
群
∪
冒
が
モ
ン
ゴ
ル
の
宗
主
権
か
ら
脱
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て

支
配
の
正
統
性
を
獲
得
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
こ
で
、
ζ
各
倒
欝
群
U
冒
の
治
世
を
、
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
宗

主
権
下
で
ヤ
ズ
ド
の
支
配
権
を
獲
得
し
た
台
頭
期
（
～
一
三
三
五
年
）
、
》
げ
q
ω
餌
、
凱
死
後
ケ
ル
マ
ー
ン
地
方
に
進
出
し
、
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
と
の
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抗
争
に
勝
利
し
て
シ
ー
ラ
ー
ズ
征
服
に
成
功
す
る
ま
で
の
拡
大
期
（
～
三
三
五
～
一
三
五
三
年
）
、
そ
の
後
さ
ら
に
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
を
征
服
し
、

タ
ブ
リ
ー
ズ
に
ま
で
進
出
し
た
全
盛
期
（
一
三
五
三
～
～
三
五
八
年
）
に
分
け
、
時
代
順
に
ζ
q
薮
蔚
巴
－
U
ぎ
の
政
策
の
転
換
を
確
認
し
て
い

き
た
い
。
第
一
章
は
台
頭
期
に
お
け
る
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
王
朝
の
出
自
と
ヤ
ズ
ド
に
お
け
る
政
権
の
成
立
過

程
を
考
察
す
る
。
第
二
章
で
は
、
王
朝
の
拡
大
期
に
お
け
る
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
と
都
市
の
有
力
者
と
の
関
係
を
検
証
し
、
都
心
の
有
力
者
が

ζ
β
匿
蔚
巴
6
冒
の
政
策
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
章
で
は
、
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
征
服
後
ζ
9
践
N
p
一
－
U
冒
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
に
対
す
る
バ
イ
ア
の
意
図
と
そ
の
後
の
王
朝
の
権
威
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
事
で
成
立
し
た
地
方
政
権
が
、
モ
ン
ゴ
ル
の
宗
主
権
か
ら
脱
し
た
後
、
ど
の
よ
う
に
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
社

会
を
統
治
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
一
つ
の
事
例
を
示
し
た
い
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
尚
、
本
稿
で
使
用
し
た
主
要
史
料
の
略
称
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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U
財
銀
”
○
江
霊
亀
『
巴
6
野
鼠
霞
《
q
ヨ
践
同
〕
b
謎
亀
凝
§
ミ
笥
、
ミ
出
謁
愚
斜
鼻
ζ
煽
＃
o
ヨ
臼
巴
ぴ
■
．
と
咽
び
■
鼠
郎
冨
ヨ
ヨ
践
ω
冨
げ
置
目
倒
錘
．
H
》
§
ミ
黛
．
ミ
出
謡
鴇
斜
巴
．

　
　
竃
冑
国
習
ぼ
ヨ
竃
島
巴
審
葺
↓
Φ
聞
雷
》
一
ω
①
ω
。
。

∪
芝
”
囚
げ
≦
倒
β
号
ヨ
回
お
b
暑
ミ
、
匙
㍗
ぎ
難
ミ
い
巴
．
ω
9
．
凱
宕
餌
蹄
ω
押
↓
Φ
町
嘗
ロ
ミ
①

掴
ω
”
囚
ザ
≦
蓼
紆
旨
貸
誉
ぴ
尋
駄
恥
量
ミ
喬
郎
ぎ
呼
ミ
奪
瓢
駄
ミ
ー
b
黙
簿
瞬
き
＜
9
ω
》
亀
．
竃
募
9
ヨ
二
巴
U
9
げ
冒
ω
蔓
鋒
酬
日
①
ご
碧
w
H
ω
ω
Q
。

H
b
d
H
イ
ブ
ン
・
バ
ッ
ト
ゥ
ー
タ
著
・
家
島
彦
一
訳
注
『
大
旅
行
記
騙
、
全
八
巻
、
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
～
九
九
六
－
二
〇
〇
二
年

臼
囚
マ
鳶
ミ
帆
．
霜
ト
撃
亀
、
§
ぢ
》
｛
ω
冨
朗
H
こ
寄
曹
、
－
ぎ
嵐
寄
趣
驚
く
。
ピ
ト
⊃
“
日
①
聞
帥
P
｝
G
Q
α
心
ρ
唱
や
ω
り
一
二
α
α
O
o

一
ζ
一
ζ
β
冨
簿
導
巴
銀
¢
跨
匹
竃
話
鼠
≦
跨
し
d
繰
昌
隷
ミ
．
日
舞
く
。
ピ
ρ
巴
．
聞
思
〉
｛
玲
似
さ
日
Φ
聞
雪
》
一
ω
お
ω

鎧
閏
”
閏
霧
掛
塾
∪
ぎ
国
げ
≦
蝋
賛
§
ミ
ミ
乱
凄
物
鼻
旨
く
o
H
ρ
a
．
ζ
鋤
ザ
ヨ
山
鳴
白
話
写
り
竃
9
ω
二
巴
し
ω
し
。
Φ
。
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

竃
緊
ζ
鑑
回
ロ
巴
o
U
回
づ
曵
曽
N
住
H
§
§
勘
ミ
嘲
帖
§
曹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
層
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噸
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＼
ヨ
。
。
”
ω
臥
口
G
。
ぽ
ぴ
ま
盃
蔓
鼠
ω
．
〉
島
餌
．
刈
①
ω
輪

　
　
＼
露
㌘
日
ε
巴
冨
q
一
〇
巳
ざ
Φ
価
．
ω
映
凱
頃
鋤
跨
6
。
戸
↓
Φ
ゲ
鑓
P
一
ω
卜
⊃
①
ω

竃
ω
”
5
げ
畠
p
『
労
器
鼠
ρ
ω
p
臼
。
巴
ρ
雪
儒
が
§
貰
犠
、
窺
㍗
象
ぎ
§
建
職
§
旨
ミ
．
ミ
ー
b
暮
、
§
る
鮮
5
げ
畠
西
宮
⊆
ω
選
降
宕
p
≦
魅
酬
同
9
録
P
一
G
。
O
ω
し
。

鼠
日
ζ
四
竃
職
冒
鋤
ゲ
∪
冒
頃
騨
冨
口
N
が
さ
§
ミ
急
斜
腎
織
㍗
§
竃
導
，
罫
漸
帖
§
．
三
斜
①
面
一
．
》
q
げ
冒
｝
穿
琳
ミ
帖
勘
§
§
ミ
犠
奪
貸
か
ミ
・
§
Q
ミ
臨
黒
丸
さ
．
§
N
偉
蕊
。
長
目
§
－

　
　
神
瓢
謁
§
き
日
Φ
貯
恥
P
H
ω
さ
⊃
G
Q
ω
＼
一
〇
姻
刈

累
ρ
”
煩
蝉
日
騨
鋤
冨
げ
鼠
拐
斑
≦
ゆ
ρ
p
N
≦
匿
回
｝
さ
§
ミ
ミ
ー
◎
ミ
再
議
①
P
O
．
ど
Φ
ω
q
ゆ
p
α
q
ρ
ゼ
Φ
傾
傷
Φ
口
早
昌
傷
ピ
。
類
傷
o
P
固
⑩
同
㎝

国
0
”
銀
冒
犀
げ
≦
鯛
p
倉
導
、
薄
謡
義
沁
亀
罎
魯
腎
犠
ト
曇
”
＜
o
轡
倉
↓
①
げ
猫
P
一
ω
ω
o
o
ω

ω
ゲ
堵
高
び
昌
N
p
弊
薗
ぴ
ω
訂
鼠
銭
”
摯
抽
ミ
被
自
幽
ミ
鼻
Φ
鮮
H
ω
ヨ
留
、
誰
≦
魁
貫
山
前
集
似
脅
り
日
Φ
訂
餌
臣
”
｝
ω
㎝
O
も
・

↓
〉
寓
…
ζ
喜
ヨ
ロ
匹
囚
葺
げ
摂
§
、
隷
隷
－
帆
叫
N
乱
§
勲
§
き
Φ
墜
．
》
ぴ
偏
雪
嵐
霧
曙
口
累
p
≦
似
、
回
｝
嚇
Φ
訂
磐
｝
一
G
。
①
料
。
・

日
｝
団
一
〉
炉
導
働
伍
び
’
切
β
ω
餌
《
昌
げ
．
．
諺
財
既
・
凶
頭
賦
ρ
寄
、
隷
潮
帖
§
ミ
寄
盈
み
Φ
仙
．
腎
思
》
｛
9
理
噌
日
①
訂
鋤
P
回
し
Q
心
α
ω

6
ω
げ
d
”
》
げ
q
b
d
鋤
ζ
p
憎
◎
郎
号
回
鋤
憎
》
訂
押
憲
㌧
郭
詠
・
帖
顕
ミ
詠
跨
ぎ
窺
帖
恥
§
鷺
q
駄
象
ミ
沁
》
§
縞
邑
出
§
§
ミ
，
ミ
ミ
防
。
ミ
，
ミ
誉
、
暮
鳴
§
な
遂
ミ
出
惑
ミ
，
日
賦
割
謡

　
　
爵
琳
譜
凄
ミ
鷺
§
罫
Ω
ミ
ミ
、
9
Φ
山
．
鋤
p
仙
鋒
旨
ゆ
．
〈
き
ゼ
o
o
P
6
冨
国
鋤
α
Q
g
し
り
O
鼻

臼
畷
”
角
餌
、
貯
H
げ
■
鼠
¢
ザ
p
ヨ
ヨ
鋤
伍
『
．
〉
財
鋤
や
切
鋤
し
。
9
昌
一
餌
．
鼠
轟
憲
、
，
隷
詠
乱
寄
目
鼻
Φ
伽
］
鼠
」
諺
｛
し
。
ゲ
胃
四
日
Φ
ζ
鋤
詳
一
ω
も
Q
o
O
ω

①
本
稿
で
述
べ
る
「
イ
ラ
ン
」
と
は
、
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
領
土
で
あ
っ
た
門
イ
ー

　
ラ
ー
ン
・
ザ
ミ
ー
ン
」
、
す
な
わ
ち
現
在
の
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ

　
ャ
ン
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
中
央
ア
ジ
ア
の
一
部
を
含
む
広
義
の
イ
ラ
ン
を
詣
す
。

②
月
。
¢
α
q
げ
巳
じ
d
Φ
σ
Q
以
前
に
も
「
ス
ル
タ
ン
」
を
名
乗
っ
た
例
と
し
て
、
固
有
名
詞

　
と
し
て
用
い
た
カ
リ
フ
や
ブ
ワ
イ
フ
朝
ア
ミ
ー
ル
、
「
支
配
者
」
の
意
味
で
自
称

　
し
た
ガ
ズ
ナ
朝
の
君
主
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
公
式
に
称
号
と
し
て
用
い
た
の

　
は
同
。
夷
国
面
し
ご
①
α
q
が
初
め
て
で
あ
っ
た
［
清
水
宏
祐
「
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
ス

　
ル
タ
ン
た
ち
一
そ
の
支
配
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
一
」
、
杉
勇
、
前
嶋
信
次
他

　
編
『
オ
リ
エ
ン
ト
史
講
座
五
ー
ス
ル
タ
ン
の
時
代
騙
、
学
生
社
（
｝
九
八
六
）
、

　
｝
○
頁
一
、
．
ω
q
い
↓
詞
翼
、
ド
肉
墨
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
支
配
者
が
被
支

　
誉
者
に
対
し
て
自
身
の
統
治
を
積
極
的
に
肯
定
さ
せ
得
る
根
拠
と
な
る
要
素
と
し

　
て
「
支
配
の
正
統
性
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。

③
佐
藤
次
高
咽
イ
ス
ラ
ー
ム
の
国
家
と
王
権
猛
、
岩
波
書
店
（
二
〇
〇
四
）
、
三
七

　
…
三
九
、
四
五
－
四
八
、
一
〇
六
1
～
○
八
頁
一
．
．
君
国
〉
ぴ
H
閃
》
．
．
”
爵

④
湿
ヨ
げ
8
p
＞
．
駅
ω
‘
．
、
0
8
8
讐
ω
o
｛
ぎ
跨
。
騨
Σ
p
℃
Φ
邑
署
内
Φ
〈
①
三
汀
。

　
累
冒
①
8
Φ
口
ひ
0
㊦
艮
¢
ユ
Φ
ω
》
．
∪
’
．
．
’
ミ
詳
卜
⊃
◎
6
0
Q
o
Q
》
唱
や
O
⑩
－
一
〇
9
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ムザッファル朝における支配の正統性（杉山）

⑤
筈
㊦
ぎ
蕾
り
ρ
、
．
℃
巴
ω
冨
烹
H
ω
寅
箋
↓
ぽ
O
。
薯
①
邑
8
。
｛
ω
巴
什
き

　
㌶
温
習
O
畠
0
7
倒
N
謬
囚
げ
謬
．
．
Ψ
勲
ミ
穿
6
ぎ
智
馬
越
塗
壁
、
蔑
ミ
日
§
職
高
欄
ミ
時
勲
零

　
ミ
題
快
き
、
s
ミ
駄
鵠
ヨ
三
碧
、
9
0
餌
舅
穿
乙
α
q
P
一
Φ
Φ
ρ

⑥
O
訂
N
き
は
イ
ス
ラ
ー
ム
改
宗
後
も
、
シ
リ
ア
遠
征
の
際
に
ダ
マ
ス
カ
ス
の
有

　
力
者
の
前
で
〇
三
⇒
α
q
貯
囚
ゲ
謬
に
至
る
自
身
の
系
譜
を
誇
ら
し
げ
に
述
べ
た
と
い

　
う
［
〉
ヨ
評
臥
三
島
置
ρ
幻
‘
．
．
窯
8
α
q
o
＝
ヨ
O
①
ユ
巴
a
①
9
0
α
Q
冤
き
仙
け
げ
Φ
H
節
げ
雪
置

　
芝
震
9
σ
q
融
ロ
ω
け
野
①
9
餌
ヨ
ご
δ
、
ド
§
鴨
§
選
N
肉
§
驚
羅
葛
謡
蹴
駐
卜
馨
§

　
ピ
①
匡
⑦
戸
一
り
り
り
も
’
①
G
。
］
。
O
冨
N
雪
の
モ
ン
ゴ
ル
の
慣
習
に
対
す
る
執
着
に
つ
い

　
て
は
、
筏
⑦
自
こ
．
．
O
訂
錺
P
H
巴
p
ヨ
p
⇒
自
竃
。
口
σ
q
9
↓
鎚
蝕
瓜
。
『
9
三
Φ
ξ
ヰ
。
ヨ

　
讐
Φ
ζ
⇔
巨
鼻
ω
鼻
二
審
①
．
、
り
b
6
恥
Q
餌
勲
O
O
山
レ
リ
O
①
を
参
か
月
こ
と
。

⑦
安
藤
志
朗
「
ト
ル
コ
系
諸
王
朝
の
国
制
と
イ
ス
ラ
ー
ム
」
、
堀
川
徹
編
魍
世
界

　
に
広
が
る
イ
ス
ラ
ー
ム
』
（
講
座
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
三
）
、
栄
光
教
育
文
化
研
究
社

　
（
　
九
九
五
）
、
二
五
五
－
二
五
六
頁
。

⑧
》
甑
ω
叫
．
昆
死
後
の
有
力
ア
ミ
ー
ル
や
各
地
方
政
権
の
動
向
に
つ
い
て
は
、

　
切
。
覧
P
旨
〉
‘
、
．
∪
団
⇒
器
郎
。
甘
雨
傷
℃
9
三
g
一
霞
δ
8
蔓
o
h
普
⑱
ロ
ー
囚
ゲ
鯛
話
．
ド
§
鴨

　
9
ミ
穿
誉
ミ
笥
。
墜
駄
さ
蔦
詳
＜
o
別
亀
甲
〇
四
ヨ
げ
【
凱
α
q
ρ
一
㊤
①
c
Q
り
℃
マ
高
お
－
念
①
一

　
H
ρ
ぴ
魁
▼
．
〉
¢
冨
、
暮
や
馬
き
歯
》
笥
卵
日
Φ
貯
四
判
り
一
ω
納
受
り
唱
や
ω
①
麗
麗
刈
G
Q
一
菊
。
①
日
Φ
朗

　
日
干
．
㌦
．
↓
げ
①
冒
莚
≦
凱
。
な
”
窯
召
鑓
｛
国
璽
箆
ω
鴛
伍
ω
母
げ
p
円
理
ω
．
．
甲
§
鴨
Q
瓢
ミ
簿
識
麿

　
ミ
動
ミ
墜
駄
辱
§
気
。
ド
ρ
O
弾
ヨ
げ
臣
α
Q
ρ
お
。
。
①
を
参
照
の
こ
と
。
偲
儲
ハ
ー
ン

　
を
擁
立
し
て
覇
権
を
争
っ
た
有
力
ア
ミ
ー
ル
の
う
ち
、
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
を
率
い

　
る
ω
訂
斎
7
掴
三
論
切
低
空
σ
q
と
ス
ル
ド
ス
部
族
を
率
い
る
ω
び
避
パ
7
掴
帥
ω
雪

　
囚
q
畠
山
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
地
方
政
権
で
あ
る
ジ
ャ
ラ
イ
ル
朝
と
チ
ョ
バ
ン

　
朝
に
つ
い
て
は
以
下
の
専
論
が
あ
る
［
ω
畠
響
H
》
ω
げ
二
憲
、
暮
ミ
』
N
幽
帖
§
N
§
ぎ

　
↓
㊦
げ
冨
P
一
ω
轟
㎝
凹
客
鋤
鐵
、
押
〉
■
国
▼
憲
暮
潮
帖
眠
ミ
9
§
ミ
四
”
門
①
三
韓
－
一
ω
0
じ
つ
ω
］
Q

⑨
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
支
配
者
の
権
利
と
し
て
、
自
身
の
名
に
お
い
て
フ

　
ト
バ
を
読
ま
せ
る
こ
と
、
貨
幣
に
自
身
の
名
を
刻
む
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
逆
に

　
フ
ト
バ
や
貨
幣
か
ら
支
配
者
の
名
を
削
除
す
る
こ
と
は
、
そ
の
支
配
者
の
統
治
権

　
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
〉
ぴ
口
ω
⇔
．
賦
の
死
後
、
各
地
方
政
権
下
で
は
偲

　
偲
ハ
ー
ン
の
名
前
で
貨
幣
が
鋳
造
さ
れ
て
い
た
が
、
～
三
三
九
－
四
〇
年
イ
ン
ジ

　
ュ
i
朝
の
ζ
騨
。
。
．
巳
ω
薮
7
治
下
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
で
鋳
造
さ
れ
た
貨
幣
を
始
め
と

　
し
て
、
各
地
で
支
配
玉
の
名
前
が
な
い
貨
幣
が
鋳
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

　
［
≧
窪
声
ω
．
㌦
．
℃
o
ぞ
臼
碧
島
ピ
①
σ
q
三
目
8
質
月
済
O
o
首
餌
α
Q
⑦
o
｛
鼠
暮
鐸
喬
餌
や

　
∪
ぎ
蜜
¢
ザ
四
隅
ヨ
巴
笹
昌
巴
－
ζ
に
舞
｛
｛
曽
自
発
m
注
⇔
p
隠
岩
両
点
塁
．
、
導
卜
鴨
§
↓
N
誉
ミ
ー

　
ミ
§
恥
こ
渉
§
詳
b
。
甲
一
⑩
『
♪
唱
．
δ
o
。
二
儒
①
ヨ
．
闇
．
、
ω
ε
田
雪
げ
質
窪
き
箆
田
の
梓
。
曙

　
蝉
鵠
師
客
信
連
♂
日
簿
ユ
。
ω
”
一
．
〉
い
魯
⑦
H
節
げ
勲
臥
傷
潤
。
帥
誌
（
心
心
Q
◎
＼
一
ω
膳
b
σ
）
、
一
卑
§
霜

　
ミ
ミ
ミ
】
一
ω
∴
り
一
り
c
o
♪
b
鳴
．
二
こ
口
＝
〇
一
ω
ヨ
｝
子
》
．
”
旨
竃
↓
§
鴨
ミ
笥
。
遂
駄
鉢
ぎ

　
象
、
書
§
、
を
ミ
偽
§
N
恥
恥
恥
I
N
Q
Q
o
◎
N
弊
b
．
ミ
ミ
群
き
§
謹
舞
↓
げ
Φ
葭
帥
α
q
償
Φ
－
℃
p
臨
ω
響

　
ち
刈
ρ
唱
．
3
心
卜
⊃
b
e
心
O
凸
。

⑩
こ
う
し
た
「
イ
ラ
ン
系
」
地
方
政
権
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
過

　
激
な
マ
フ
デ
ィ
ー
思
想
を
持
つ
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
と
結
び
つ
い
た
サ
ル
バ
ダ
ー
ル

　
政
権
一
［
》
β
げ
ぎ
曽
㎏
こ
．
．
ピ
蝉
｛
ぎ
仙
Φ
一
、
山
酔
舞
の
費
げ
帥
山
時
縣
β
囚
『
9
霧
。
。
国
眺
．
甲
蕾
”
ト
っ
①
N

　
一
⑩
課
　
o
弓
巳
子
6
刈
O
］
、
サ
イ
イ
ド
家
系
出
身
の
ダ
ル
ヴ
イ
ー
シ
ュ
や
ウ
ラ
マ
ー

　
が
政
治
権
力
を
獲
得
し
た
マ
ル
ア
シ
i
政
権
と
キ
ヤ
ー
政
権
［
後
藤
裕
加
子
「
カ

　
ス
ピ
海
沿
岸
の
二
つ
の
サ
イ
イ
ド
政
権
の
成
立
－
西
暦
十
四
、
十
五
世
紀
の
イ

　
ラ
ン
社
会
と
民
俗
イ
ス
ラ
ム
ー
」
、
㎎
史
学
雑
誌
』
　
～
○
八
－
九
（
一
九
九

　
九
）
］
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
タ
ル
ト
朝
は
在
地
の
ス
ー
フ

　
ィ
ー
と
血
縁
関
係
を
結
ん
で
い
た
が
、
統
治
の
基
盤
は
グ
ー
ル
人
の
連
帯
意
識
に

　
支
え
ら
れ
て
い
た
［
本
田
実
信
「
ヘ
ラ
ー
ト
の
タ
ル
ト
政
権
」
、
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代

　
史
研
究
㎞
、
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九
九
九
）
一
℃
2
帯
び
炉
O
ご
§
偽
さ
隷

　
を
ミ
恥
気
色
寒
ミ
琳
、
肉
ミ
短
6
．
謡
ミ
ミ
ぎ
N
ミ
亀
§
§
免
§
N
中
§
㌍
℃
7
b
．
U
謎
・

　
ω
①
冨
巴
o
p
O
o
ご
ヨ
び
貯
q
巳
＜
Φ
羨
門
レ
リ
㊤
邸
］
。

⑪
同
時
代
史
料
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ジ
ュ
ー
家
は
ス
ー
フ
ィ
ー
．
》
区
「
巴
賊
ず

　
〉
蕊
鍵
H
に
繋
が
る
血
統
を
持
つ
［
惣
≧
5
ご
倒
二
月
解
ρ
犀
鋒
《
島
梓
簿
≦
貯

　
ρ
き
話
冒
β
　
罫
、
薄
謎
－
帆
Q
器
§
㌧
Φ
匙
．
、
〉
げ
仙
簿
7
相
島
畠
⇔
累
餌
芝
似
．
押
同
Φ
聞
帥
戸
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一
G
。
①
鱒
臼
①
①
出
。
　
一
三
〇
四
年
王
朝
の
創
始
小
鼠
夢
ヨ
巳
ω
7
鋒
H
冨
旨
は
、

　
9
撤
憐
口
か
ら
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
の
ハ
ー
キ
ム
職
を
委
ね
ら
れ
た
［
象
≧
一
一
〇
昌
。

　
彼
は
、
息
子
達
を
現
地
に
派
遣
し
て
実
務
を
委
ね
、
自
身
は
オ
ル
ド
に
留
ま
り
権

　
力
を
握
っ
た
が
、
〉
げ
q
ω
四
、
箆
の
死
後
；
一
三
六
年
諺
巷
倒
囚
Φ
．
9
に
よ
り
殺
害

　
さ
れ
た
［
O
訂
第
O
．
－
b
σ
鼻
罫
§
、
鋸
ミ
籍
、
起
亀
象
ミ
鑓
犠
》
一
白
ミ
乱
黛
譜
く
巳
．

　
一
w
．
．
導
、
罫
こ
鼠
向
註
豪
四
、
“
6
簿
田
P
一
器
一
華
暑
’
甲
。
。
一
い
ぎ
げ
①
追
回
≦
‘

　
常
軌
ミ
紋
ミ
、
隷
臨
鷺
駄
謹
辞
≦
器
ぼ
ロ
α
q
醗
8
Q
駄
＜
’
軍
Φ
ω
ρ
卜
⊃
O
O
《
℃
や

　
N
①
幽
ゴ
．
、
目
当
｝
O
．
、
甲
肉
邑
。
彼
の
子
供
達
は
、
兄
弟
問
で
、
ま
た
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

　
朝
を
始
め
と
す
る
周
辺
の
地
方
政
権
と
の
間
で
イ
ラ
ン
中
南
部
の
覇
権
を
争
っ
た
。

　
な
お
、
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
に
よ
る
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
支
配
に
つ
い
て
は
、
渡
部
良
子

　
「
イ
ル
ハ
ン
朝
の
地
方
行
政
…
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
行
政
を
事
例
と
し
て
一
」
、

　
『
日
本
中
東
学
会
年
報
輪
～
二
（
一
九
九
七
）
、
二
〇
一
－
二
〇
三
頁
も
参
考
に

　
な
る
。

⑫
従
来
の
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
研
究
の
傾
向
は
次
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
よ
う
。
ま
ず
、

　
掴
似
｛
昼
に
代
表
さ
れ
る
シ
ー
ラ
…
ズ
の
詩
人
の
作
品
の
中
で
触
れ
ら
れ
る
内
容
か

　
ら
王
朝
や
支
配
者
の
性
格
を
考
察
し
た
も
の
［
じ
d
「
o
≦
P
国
．
○
こ
轟
募
ミ
遷
ミ

　
津
ミ
§
虻
韓
ミ
§
が
鈎
§
鴨
§
註
ミ
b
。
§
ミ
§
黛
め
歌
韮
嵩
§
○
郎
白
ぴ
『
箆
σ
q
ρ

　
「
①
奪
お
①
弁
竈
．
卜
。
謡
－
雪
Q
。
一
〇
冨
呂
お
N
ご
U
①
。
。
o
o
陣
”
幻
」
、
．
国
。
。
島
・
繊
匹
．
ロ
器

　
O
ぼ
。
ロ
。
ざ
σ
q
δ
傷
Φ
一
、
O
窪
く
器
号
出
養
N
．
．
響
b
o
ミ
ミ
§
蹴
時
ミ
譜
防
O
識
§
ミ
N
題
譜

　
N
§
砺
ミ
ミ
箏
§
禽
蹄
誉
b
窺
ミ
国
恥
」
ρ
｝
照
会
ω
o
該
ヨ
日
Φ
ご
〉
こ
、
顧
監
掴
簿
巳
ぼ
ω

　
O
葺
潔
し
。
、
－
曽
勲
§
題
懸
鼻
隷
ミ
弘
9
一
①
刈
り
］
。
二
つ
目
は
対
外
戦
略
や
親
族
間
の
抗

　
争
を
中
心
と
す
る
概
略
［
ω
三
口
伽
P
頓
．
O
・
“
罫
薄
目
一
転
幽
帖
さ
艘
曇
き
ト
。
＜
9
ω
．
曽

　
日
Φ
訂
p
P
喬
膳
①
為
し
・
（
以
下
ω
¢
＆
傷
四
く
。
ピ
同
及
び
く
。
ピ
ト
。
と
略
記
）
…

　
．
、
竃
d
N
＞
男
男
〉
菊
回
U
ω
、
．
噛
量
。
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
成
立
の
要
因
に
関
し
て
、

　
ω
三
巳
鋤
は
門
モ
ン
ゴ
ル
の
圧
制
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
イ
ラ
ン
の
入
々
が

　
ζ
西
川
「
貯
群
U
冒
の
解
放
を
与
え
る
旗
の
下
に
集
ま
り
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の

　
創
設
を
助
け
た
」
と
い
う
非
常
に
偏
っ
た
見
解
を
示
し
て
い
る
［
ω
艶
麗
p
＜
o
ピ

　
ト
、
も
δ
①
』
O
刈
］
。

⑬
〉
子
嘗
ヨ
に
よ
れ
ば
、
ζ
暮
ぎ
N
寧
U
冒
治
世
下
の
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
要
領
域
内

　
で
鋳
造
さ
れ
た
貨
幣
に
刻
ま
れ
た
支
配
者
の
名
前
の
変
遷
は
以
下
の
通
り
で
あ
る

　
（
鋳
造
年
の
明
ら
か
な
も
の
の
み
列
記
、
括
弧
内
は
鋳
造
さ
れ
た
都
市
名
）
。
一

　
一
二
三
八
一
九
年
（
ヤ
ズ
ド
）
同
。
α
q
訂
日
㊦
ヨ
臼
、
　
＝
二
四
〇
1
一
年
（
ヤ
ズ
ド
、

　
ケ
ル
マ
ー
ン
）
ω
三
三
日
碧
隊
訂
p
、
＝
二
四
七
－
八
年
（
ヤ
ズ
ド
）
》
げ
口
謝
冨
ρ

　
甥
苫
、
＝
二
五
～
1
　
一
年
（
ケ
ル
マ
ー
ン
）
及
び
＝
二
五
四
－
五
年
（
ケ
ル
マ
ー

　
ン
）
支
配
者
の
名
前
無
し
、
＝
二
五
六
年
（
厭
日
ω
げ
上
目
　
　
し
d
倒
N
庫
｛
醗
　
　
　
　
　
　
り
）
カ
イ
ロ
の
ア
ッ

　
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
と
竃
β
σ
鯛
円
訂
群
】
）
冒
の
名
前
［
≧
び
ロ
ヨ
6
刈
♪
℃
Ψ

　
δ
一
－
一
①
○
。
］
。

⑭
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
岩
武
昭
男
「
ム
バ
ー
リ
ズ
ッ

　
デ
ィ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
廃
位
ー
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
史
料
に
つ
い
て

　
一
」
、
糊
関
学
人
文
論
叢
撫
四
七
一
一
二
（
一
九
九
八
）
　
一
ω
募
q
留
く
。
日
ど
薯
．

　
マ
宅
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑮
こ
の
書
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
前
半
部
分
（
写
本
の
お
O
げ
ま
で
）
し
か
校

　
訂
・
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
校
訂
本
の
引
用
に
つ
い
て
は
ミ
後

　
半
部
分
の
写
本
箇
所
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
ミ
ヨ
ω
■
と
記
す
。
な
お
、
写
本

　
に
関
し
て
は
、
堀
川
徹
先
生
の
御
好
意
に
よ
り
京
都
外
国
語
大
学
所
蔵
の
写
本

　
”
ρ
り
綬
．
O
卜
。
・
気
障
．
一
（
一
多
出
α
）
も
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
感
謝
の
意

　
を
表
す
る
。
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第
一
章
　
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
下
の
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝

ムザッファル朝における支配の正統性（杉山）

　
ま
ず
、
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
宗
主
権
下
に
お
け
る
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
ヤ
ズ
ド
の
支
配
権
獲
得
ま
で
の
経
緯
を
、

王
朝
の
出
自
や
竃
昏
9
N
p
7
U
冒
の
甑
筋
と
合
わ
せ
て
検
討
し
た
い
。

　
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
祖
先
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
征
服
の
際
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
方
に
移
住
し
、
後
に
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
攻
時
に
ヤ
ズ
ド
近
郊
の
メ

　
　
①

イ
ボ
ド
に
拠
点
を
移
し
た
ア
ラ
ブ
系
一
族
で
あ
っ
た
［
ミ
』
甲
ω
O
］
。
彼
ら
は
代
々
ヤ
ズ
ド
の
ア
タ
ベ
ク
に
仕
え
て
い
た
が
、
王
朝
の
皇
祖
で

あ
る
ω
ザ
胃
繰
鋤
7
∪
上
蓋
轟
鋤
欺
母
（
；
二
四
年
没
）
は
ア
タ
ベ
ク
く
q
。
。
昧
ω
犀
群
と
反
目
し
、
イ
ル
・
ハ
ー
ン
の
オ
ル
ド
に
向
つ
た
。
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
彼
は
》
お
ざ
口
（
在
位
｝
二
八
四
～
一
二
九
～
）
に
仕
、
尺
る
よ
う
に
な
り
、
「
太
刀
持
ち
（
一
一
慶
9
H
ご
と
し
て
登
用
さ
れ
た
［
ミ
　
ω
や
ω
①
］
。

　
や
が
て
竃
蕊
跳
輿
は
、
イ
ル
・
ハ
ー
ン
と
な
っ
た
○
冨
鑓
づ
か
ら
「
千
人
隊
（
冨
N
器
）
の
ア
ミ
ー
ル
位
」
や
様
々
な
贈
り
物
を
下
賜
さ
れ

た
［
ミ
”
ω
①
］
。
ζ
蕊
黙
鶏
は
こ
の
時
○
げ
爲
睾
か
ら
与
え
ら
れ
た
千
人
隊
の
中
の
ア
ミ
ー
ル
の
娘
と
結
婚
し
、
一
三
〇
一
年
こ
の
「
ト
ル
コ

人
の
妻
（
写
餌
呂
巳
煙
霞
閃
）
」
か
ら
羅
旨
ぎ
N
ゆ
一
む
冒
が
生
ま
れ
た
と
い
う
［
設
ミ
”
ω
N
し
。
ω
］
。
し
か
し
、
同
時
代
史
料
で
あ
り
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

朝
の
公
式
年
代
記
で
あ
る
臼
に
は
、
ζ
償
冨
膏
群
U
冒
の
母
に
関
す
る
記
述
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ζ
¢
訂
旨
巴
－
∪
ぎ
の
母
方
の
血
統
が

高
貴
な
も
の
で
は
な
く
、
王
朝
の
権
威
と
い
う
点
で
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
続
い
て
、
竃
β
鎚
｛
｛
践
は
σ
ご
①
団
鐸
（
在
位
＝
二
〇
四
～
＝
二
＝
ハ
）
か
ら
「
》
吋
象
ω
溺
つ
か
ら
囚
ぱ
旨
習
珍
自
習
ま
で
の
境
域
の
諸
道
と
、

諺
訂
β
昌
、
国
舘
理
、
9
輿
≦
曵
け
の
諸
道
の
監
督
権
（
『
痛
犀
q
ヨ
舞
）
」
を
与
え
ら
れ
た
［
ミ
一
ω
。
。
］
。
蒋
で
は
、
本
来
「
ハ
ー
キ
ム
職
」
を
意
味
す

る
嘗
冒
日
象
と
い
う
単
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
諸
道
に
対
す
る
「
ハ
ー
キ
ム
職
」
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
モ
ン
ゴ
ル
語
で

翼
σ
q
訂
巳
、
ペ
ル
シ
ャ
語
で
鼠
げ
己
費
と
呼
ば
れ
る
諸
道
の
管
理
を
行
う
職
務
を
授
与
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ε
け
σ
q
訂
巳
は
主
に
イ
ラ
ン
系

定
住
民
が
担
当
す
る
デ
ィ
ー
ワ
ー
ン
系
の
官
職
の
～
つ
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
職
務
は
街
道
を
利
用
す
る
商
人
達
に
対
す
る
遊
牧
民
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

略
奪
行
為
の
防
止
に
努
め
、
道
中
の
安
全
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
嵐
蕊
蝕
費
が
管
理
の
任
務
を
与
え
ら
れ
た
諸
道
と
は
ヤ
ズ
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第1表　Mubariz　al－Dln　Muhammad治世年表

年 ムザッファル朝領内の出来事 周辺の出来事

1318 イル・ハーンAbu　Sa‘ldからヤズドの イル・ハーン朝のワズィールRashτd　al一

ハーキム職を授与される→ムザッファル朝 Dln　Fa4正一allah処刑される

の始まり

1327 イル・ハーン朝の大アミールChoban，
Malik　Ghiyath　al－Dτnα（）により殺害される

1328－9 KhanΩutlughと結婚

1335 Abu　Sa‘ld死去→イル・ハーン位を巡る混乱

1336 Mahmad　Shahσ），イル・ハーンとなった

Arpa　Ke‘6nにより処刑

‘A豆τPadshah，　MUsaをハーンに擁立し，

Arpa　Ke‘OnをJaghatuの戦いで破る峠
Arpa　Kle‘6とワズィールGhiy灘h　amm

Shaykh耳asan　Buzurg（」），　M晦ammadを

ハーンに擁立→‘AlτPadshahを殺害し，

タブリーズにて政権樹立

Togha　TemUr，ホラーサーンのアミール
によってハーンに擁立される

1337 サブザワールにてサルバダール政権樹立

ユ338 Mas‘ud　Sh諭（1），弟Kay・Khusrawから

シーラーズの支配権奪う
’ Shaykh　耳asan　Buzurg，　Shaykh　耳asan

漁chik（Ch）に敗れ，タブリーズから逃亡
帥Muhammad殺害される　　．

1339 Shaykh耳asan　Buzurg，　Jahan　Temur擁立

Shaykh輩asan　Kuchik，　Sulayman　Khan
擁立

1340 シーラーズ遠征を行う　Pτr耳usayn
iShaykh耳asan　KUchikの甥）に援軍→

Pルマーン地方の支配権授与

Shaykh耳asan　K：uchik，　Cmasの戦いで

rhaykh　Hasan　Buzurgに勝利

rhaykh耳asan　Buzurgバグダードに帰還
ケルマーンのハーキム9utb　al・Dτnと対立 →塊儲ハーンのJahan　TemUrを廃位
ケルマーン征服

1341 Abu　ls阜aq，　Plr耳usaynによりイスファ

ハーンのハーキムに

1342 Malik　Mu‘izz　ammがサーヴァにてサル
バダール軍に勝利

Malik　Ashraf（Shaykh耳asan　Kuchikの

弟）とPlr耳usaynの争い→混乱の中Abu
1s漁qがシーラーズの支配権を確保するが，

その地位を兄Mas‘ud　Shahに譲る

Plr耳usayn，　Shaykh耳asan　Kuchikの命

で死

1343 バム征服→ホルムズから税徴収 Mas‘ud　Shahが暗殺され，シーラーズ市
A‘τab－i　FuladTの反乱鎮圧 内で内戦→Abu　I曲aq（1）支配権握る
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ムザッファル朝における支配の正統性（杉山）

Shaykh耳asan　KUchik死去

1344 Malik　Ashraf（Ch），　Anushirwanをハーン

に擁立

Abu　lsh護q，自らの名でフトバとスィッカ

→インジュー朝軍によるムザッファル朝領

土への侵攻始まる

1347 　　　　　　　　　　　一?ａＣ窒＝|yi　Kh翫wn　で　Ughaniyan　と Abu　ls願q，ムザッファル朝内の混乱をみ

Jurma’iy撫の反乱軍に敗れる てヤズド地方に侵攻→一時ヤズドを占領

Abu　lsゑaqと講和

1350－1 Aba　Isbaq，再びヤズド遠征→失敗

A而rΩazaghanのヘラート侵攻，　Malik
Mu‘izz　amlnを破る

1351－2 ケルマーンにマスジデ・ジャーミ建設

Panl　Angushtでインジュー朝軍を破る

！353 次男Sh翫h　Shuja’を後継者に指名 Ab員Isbaq，イスファハーンへ逃亡
シーラーズ還征開始 サルバダール政権，Togha　TemUrを殺害

包囲戦の最中，長男Shah　M賜affar病死
シーラーズ征服

1354－5 イスファハーン遠征開始縛ファーールス地方

で親インジュー派の反乱相次ぐ

カイロのアッバース朝カリフにバイア

ShabankaraのMalik　Ardashlrの反乱鎮圧

工356 大群ルのアタベクNUr　a正一Wardの反乱鎮圧 Shaykh　Hasan　Buzurg死去→Shaykh
イスファハーン征服→Abu　Ishaq処刑 Uways（」）即位

ユ357 金帳ハンのJani　Beg，タブリーズ遠征→

Malik　Ashraf殺害→Jani　Beg，息子の
Birdi　Begをタブリーズに残しキプチャク

草：原に帰還

Jani　Beg死去，　Birdi　Beg帰還

AkhT　Jukタブリーズ占領

1358 Shaykh　Uways，一時タブリーズ占領

ジャライル朝軍の撤退後，タブリーズ遠征

AkhT　Jukの軍を破りタブリーズ征服

ジャライル朝開のタブリーズ進軍の報を受 Shaykh　Uways再びタブリーズ占領

け，撤退→イスファハーンにてShah
Shujざら皇子達のクーデターにより廃位

地方政権の君主には，名前の後ろに（）で其々の王朝名を略語で示した（Ch・チョバン朝，1・
インジュー朝，J＝ジャライル朝，　K篇タルト朝）。
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④

ド
地
方
と
周
辺
の
大
都
市
を
結
ぶ
主
要
な
街
道
に
あ
た
り
、
当
時
の
ヤ
ズ
ド
と
い
う
都
市
の
経
済
的
特
微
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
こ
う
し
た
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

道
の
管
理
は
重
要
な
任
務
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ζ
葛
注
舘
の
活
動
は
ヤ
ズ
ド
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
9
希
《
葺
の
命
に
よ
っ
て
、
反
乱
を
起
こ
し
た
遊
牧
ア
ラ
ブ
族
の
鎮
圧
の
た
め

ω
冨
σ
碧
二
二
に
も
遠
征
す
る
［
ミ
溝
昌
。
し
か
し
、
竃
蕊
跳
費
は
こ
の
遠
征
の
最
中
ω
訂
び
習
冨
鑓
の
地
で
病
に
倒
れ
、
一
三
一
四
年
死
去

し
た
［
ミ
誌
卜
。
一
謹
ミ
”
ω
。
。
］
。

　
父
の
死
後
、
四
年
間
イ
ル
・
ハ
ー
ン
の
許
で
仕
え
た
ζ
魯
9
N
畔
U
冒
は
、
ヤ
ズ
ド
地
方
の
諸
道
の
監
督
権
を
受
け
継
ぎ
メ
イ
ボ
ド
に
帰

還
し
た
。
や
が
て
、
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
の
創
始
者
ζ
魯
白
巳
ω
げ
轡
H
u
葺
の
子
囚
p
写
囚
欝
ω
類
≦
（
　
三
三
八
…
九
年
没
）
と
や
ズ
ド
の
ア
タ
ベ
ク

晋
腎
ω
げ
群
と
の
問
で
反
目
が
生
じ
た
際
、
国
々
鼠
ご
鐙
署
の
要
請
に
応
じ
て
出
撃
し
、
尾
州
ω
び
讐
を
破
っ
た
。
こ
う
し
て
ヤ
ズ
ド
の
ア

タ
ベ
ク
は
終
焉
を
迎
え
、
二
二
一
八
年
竃
害
巴
N
獅
7
∪
冒
は
〉
げ
q
ω
獅
、
賦
か
ら
ヤ
ズ
ド
の
ハ
ー
キ
ム
職
を
授
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
［
ミ
”

㎝
ω
凸
。
。
一
謹
ミ
“
ら
。
甲
ω
①
］
。

　
こ
の
一
連
の
記
述
の
中
で
、
当
時
の
ζ
¢
訂
蔚
p
W
U
冒
と
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
の
関
係
を
鮮
や
か
に
反
映
す
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

凋
躇
歯
巨
ω
冨
≦
の
援
軍
要
請
に
対
す
る
ζ
夢
晋
N
g
H
－
U
旨
の
返
答
で
あ
る
。

　
　
　
「
壮
麗
さ
の
持
ち
主
（
ω
似
ゲ
仰
げ
‘
し
。
財
P
1
く
犀
P
け
）
た
る
帝
王
が
世
界
支
配
の
王
座
に
お
い
て
権
力
を
有
し
、
命
令
を
行
き
渡
ら
せ
る
（
昌
跳
穿
－
｛
p
難
習
）
ハ
ー

　
キ
ム
が
統
治
の
玉
座
に
定
ま
っ
て
い
る
今
、
あ
の
お
方
の
指
示
や
賛
同
な
く
し
て
争
い
の
火
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
の
お
方
の
従
う
べ
き

　
命
令
な
く
し
て
戦
闘
の
境
域
に
踏
み
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
［
ミ
”
㎝
①
］

文
脈
上
、
引
用
文
中
の
「
帝
王
」
と
「
ハ
ー
キ
ム
」
は
共
に
イ
ル
・
ハ
ー
ン
、
〉
訂
ω
p
．
凱
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

ζ
償
げ
踏
N
ゆ
W
U
冒
が
ヤ
ズ
ド
で
軍
事
行
動
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
イ
ル
・
ハ
ー
ン
の
権
威
を
尊
重
し
、
宗
主
で
あ
る
〉
訂
ω
μ
．
賦
の
承
認
を

最
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
祖
先
は
＝
二
世
紀
以
降
ヤ
ズ
ド
に
移
住
し
て
き
た
家
系
で
あ
り
、
竃
昏
習
N
巴
－
∪
冒

80　（724）



ムザッファル朝における支配の正統性（杉山）

の
父
母
q
鑓
h
寧
は
イ
ル
・
ハ
ー
ン
と
の
個
人
的
な
繋
が
り
を
背
景
に
ヤ
ズ
ド
地
方
の
諸
道
の
監
督
職
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
年
代
記
や

地
方
史
の
記
述
か
ら
は
、
累
養
跳
費
と
膚
力
者
を
始
め
と
す
る
ヤ
ズ
ド
の
都
市
住
民
と
の
関
わ
り
は
わ
ず
か
な
例
を
除
い
て
確
認
す
る
こ
と

　
　
　
　
⑥

は
で
き
ず
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
家
と
ヤ
ズ
ド
と
を
直
接
結
ぶ
要
因
は
諸
道
の
監
督
を
遂
行
す
る
軍
事
力
だ
け
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
そ
の
も
の
は
、
イ
ル
・
ハ
ー
ン
の
権
威
の
他
に
ヤ
ズ
ド
の
支
配
に
対
し
て
積
極
的
な
根
拠
を
持
ち
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

①
ヤ
ズ
ド
の
北
西
約
二
十
犀
諺
に
位
置
す
る
町
寅
鑓
≦
巳
。
・
ξ
甲
O
．
甲
㍗
§
・
b
霜
砺

　
滞
日
§
魯
、
旨
智
、
5
芝
δ
ω
げ
巴
Φ
戸
6
刈
Q
。
一
署
．
吋
G
。
駆
『
鱒
。
。
ρ
『
碧
尽
①
｝
G
き
ω
に
よ

　
れ
ば
、
ヤ
ズ
ド
、
丁
目
、
ぎ
と
共
に
ヤ
ズ
ド
・
テ
ユ
メ
ン
を
構
成
し
た
　
二
つ
の
都
市

　
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
［
叢
る
凸
。

②
竃
嵩
践
費
が
授
け
ら
れ
た
職
名
に
つ
い
て
は
史
料
間
で
相
違
が
あ
る
。
そ
の

　
他
の
史
料
で
は
「
誘
ω
倒
巳
（
整
治
官
）
と
H
鼠
。
冨
（
料
理
頭
）
」
［
§
ミ
一
ω
昌
、

　
ぞ
三
会
鳳
［
携
邑
課
　
蕊
”
δ
。
。
い
沁
曾
潅
。
。
一
側
倒
留
山
〉
げ
員
寒
、
§
職
・

覧
§
煎
き
ミ
渇
島
・
、
お
蒔
留
鳥
5
ω
p
冒
貸
門
㊦
ぎ
戸
6
0
⑩
；
o
。
。
］
と
な
つ

　
て
い
る
。

③
U
。
①
「
｛
g
ρ
§
悉
防
§
§
翫
ミ
§
讐
駐
§
甦
§
§
ミ
ミ
さ
§
§
§
》
§
M

　
＜
o
ピ
押
≦
δ
ω
び
＆
Φ
P
一
回
目
ω
甲
暑
．
悼
9
ゲ
舘
○
。
。
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
後
期
の
諸
制

　
度
を
継
承
し
た
ジ
ャ
ラ
イ
ル
朝
期
の
任
命
文
書
集
b
毯
ミ
、
ミ
ー
寄
職
竪
で
は
、

　
け
裳
α
q
冨
巳
職
は
第
二
部
第
一
門
第
二
章
「
ワ
ズ
イ
ー
ル
達
と
大
デ
ィ
…
ワ
ー
ン
の

　
長
達
へ
の
職
務
授
与
と
そ
の
職
務
た
る
べ
き
諸
事
つ
い
て
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る

　
［
憂
目
麟
讐
ヨ
撒
げ
■
自
匿
q
ω
冨
7
翼
9
窪
。
自
習
鳥
毛
b
湧
ミ
、
駅
窓
§
喬
§
ぎ
匙
N
・

　
§
ミ
ま
v
＜
o
ピ
N
巴
9
≧
護
m
焦
ρ
｝
》
こ
蜜
。
ω
o
o
≦
閉
り
刈
①
一
一
①
甲
一
＄
］
。

④
　
当
時
内
側
移
雪
と
ヤ
ズ
ド
を
つ
な
ぐ
街
道
が
存
在
し
、
〉
吋
島
。
。
鼠
戸
は
そ
の
途
上

　
に
存
在
す
る
［
図
「
帥
≦
巳
。
・
ξ
一
書
。
。
▼
署
．
卜
。
卜
。
り
山
ω
ρ
犀
舞
Φ
①
…
い
ω
鱒
円
磐
α
Q
ρ

　
O
‘
　
§
恥
卜
§
薯
駄
琳
薄
吋
毯
紺
ミ
ド
O
園
§
ぎ
翼
O
¢
・
日
げ
詠
口
σ
Q
ρ
一
8
ρ
署
5

　
卜
⊃
O
？
b
。
O
O
。
］
。
隊
貯
窮
鼠
蕊
げ
弾
習
は
ヤ
ズ
ド
と
ケ
ル
マ
ー
ン
地
方
を
結
ぶ
街
道
上

　
に
あ
る
［
〉
詠
ヨ
①
P
ダ
芝
‘
鴫
ミ
ミ
勘
ミ
O
職
轄
咋
ミ
駄
ミ
低
く
。
ド
鱒
．
＜
⑦
ユ
価
α
Q
ω
嘗
・

　
。
。
邑
F
6
Q
。
一
も
■
島
b
。
］
。
〉
め
に
よ
る
と
、
当
時
ス
ル
タ
ー
ニ
ヤ
を
出
発
点
と
す

　
る
幹
線
道
路
（
も
・
薮
7
h
聾
）
の
一
つ
に
、
囚
雪
げ
雪
を
経
由
し
て
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー

　
ン
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
へ
と
南
下
す
る
道
が
あ
っ
た
［
さ
口
Q
。
と
。
つ
ま
り
、

　
〆
似
珍
習
を
経
由
し
て
ス
ル
タ
ー
ニ
ヤ
と
ヤ
ズ
ド
、
ケ
ル
マ
ー
ン
地
方
を
結
ぶ
こ

　
と
が
で
き
、
そ
の
う
ち
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
は
ヤ
ズ
ド
を
中
心
と
し
た
》
H
象
ω
薮
p
～

　
齢
§
似
霧
訂
プ
間
の
街
道
の
監
督
権
を
任
ぜ
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

　
〉
σ
碧
ρ
浮
は
ヤ
ズ
ド
と
シ
…
ラ
ー
ズ
を
結
ぶ
街
道
上
に
あ
り
［
い
⑦
ω
器
o
q
q
Φ

　
｝
⑩
O
伊
O
．
邸
⑩
昌
、
国
母
緊
は
シ
ー
ラ
ー
ズ
と
ケ
ル
マ
ー
ン
地
方
の
ω
H
二
雪
を
結

　
ぶ
三
つ
の
街
道
の
う
ち
、
パ
フ
テ
ィ
ガ
ー
ン
湖
の
北
を
迂
圓
す
る
コ
ー
ス
上
に

　
［
賊
い
ミ
“
　
唱
．
　
N
り
O
Q
］
、
ζ
鎮
≦
器
浄
は
閏
賃
弩
の
北
に
位
置
す
る
町
で
あ
る

　
［
寄
睾
巳
ω
ξ
ら
刈
○
。
も
．
一
Φ
Q
。
皆
訂
箒
①
］
。

⑤
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
期
、
ヤ
ズ
ド
は
絹
織
業
で
有
名
で
あ
り
、
国
際
市
場
に
向
け

　
て
輸
出
を
行
う
手
工
業
の
中
’
5
都
市
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
た
［
℃
象
毎
筈
Φ
＜
。
。
ξ
堕

　
H
七
ご
．
、
↓
訂
ω
o
o
δ
角
8
き
巨
o
O
o
滋
三
8
0
｛
H
【
雪
¢
巳
Φ
「
〔
げ
①
國
7
囚
訂
眺
．
堕

　
§
侮
9
ミ
町
鳶
睾
§
毫
駄
辱
§
㌔
。
ド
9
0
鴛
げ
詮
α
q
ρ
ち
①
。
。
も
・
α
o
巴
。
ま

　
た
、
ヤ
ズ
ド
で
は
カ
ナ
ー
ト
を
利
用
し
た
農
業
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
住
民
に
と

　
っ
て
十
分
な
穀
物
の
生
産
に
は
至
ら
ず
、
周
辺
地
域
か
ら
輸
入
す
る
必
要
が
あ
っ

　
た
［
さ
”
刈
出
。

⑥
管
見
の
限
り
、
史
料
の
中
で
確
認
で
き
る
竃
蕊
膝
碧
と
ヤ
ズ
ド
の
都
市
住
民
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と
の
交
流
を
伝
え
る
記
述
は
、
当
時
ヤ
ズ
ド
地
方
で
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た

ス
ー
フ
ィ
ー
↓
9
臼
9
7
U
冒
U
巴
鯛
竃
島
鱒
白
ヨ
帥
縣
（
～
三
〇
一
年
没
）
に
関
す
る

も
の
だ
け
で
あ
る
。
本
四
ρ
H
p
7
0
冒
U
＆
倒
は
、
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
出
身
で
、
メ

イ
ボ
ド
を
申
心
に
ヤ
ズ
ド
地
方
全
域
に
ハ
ー
ン
カ
ー
を
建
設
し
て
大
き
な
影
響
力

を
持
っ
た
ス
ー
フ
ィ
ー
で
あ
っ
た
［
》
｛
ω
薮
r
押
寄
曹
苧
書
嵐
ぎ
憩
み
く
。
ピ
鮒

↓
Φ
貯
ゆ
P
　
一
ω
膳
c
o
。
。
甲
℃
℃
．
旨
甲
一
ト
⊃
c
◎
一
賦
Φ
ヨ
．
”
§
愈
℃
，
き
㍗
胤
　
寄
鼠
＜
o
ピ
ト
∂
“

円
Φ
ご
p
P
一
〇
。
ゆ
澄
（
以
下
〉
｛
隆
胃
く
o
H
卜
⊃
と
略
記
）
も
O
．
ω
α
㌣
ω
㎝
卜
。
…
い
p
露
げ
8
p
り

〉
瀕
9
ω
ご
Q
§
帖
§
ミ
電
§
翫
Ω
研
§
餐
§
§
貯
§
N
勲
越
賞
〉
ヨ
餌
飼
ざ
客
メ
一
Φ
c
◎
G
◎
▼

ワ
G
。
潔
］
。
彼
は
、
当
時
ヤ
ズ
ド
の
ア
タ
ベ
ク
に
仕
え
て
い
た
ζ
恭
p
。
｛
｛
匿
が
見
た

夢
の
解
釈
を
行
い
、
窯
轟
黙
坊
に
対
し
て
彼
の
子
孫
が
ヤ
ズ
ド
地
方
を
統
治
す

る
よ
う
に
な
る
と
告
げ
た
と
い
う
［
婆
心
ミ
ω
甲
肉
鮪
ぬ
G
。
］
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
記
述
が
見
出
せ
る
の
は
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
後
期
に
書
か
れ
た
史
料
の
み
で
あ

る
。

82　（726）

第
二
章
　
ζ
信
σ
9
1
欝
9
一
－
q
ヨ
と
都
市
の
有
力
者

　
＝
二
一
二
五
年
の
》
ぴ
口
ω
鋤
、
鳳
の
死
後
、
ζ
弘
通
H
貯
群
∪
冒
は
チ
ョ
バ
ン
朝
と
の
同
盟
を
通
じ
て
＝
二
四
〇
年
ケ
ル
マ
ー
ン
地
方
の
支
配
権

を
授
与
さ
れ
、
ケ
ル
マ
ー
ン
征
服
後
は
国
都
（
匙
倒
H
P
一
，
ヨ
β
一
犀
）
を
こ
の
地
に
移
し
た
。

　
〉
ぴ
q
ω
p
．
賦
の
死
か
ら
シ
ー
ラ
ー
ズ
征
服
に
至
る
王
朝
の
拡
大
期
は
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
里
下
で
鋳
造
さ
れ
た
貨
幣
に
刻
ま
れ
た
支
配
者
の
名

前
が
様
々
な
変
遷
を
経
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
当
初
、
貨
幣
に
は
偲
儲
ハ
ー
ン
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
講
和
を
通
じ
て
一
時
そ

の
宗
主
権
を
認
め
た
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
》
ぴ
国
H
菩
謬
同
ど
q
の
名
前
が
刻
ま
れ
、
．
こ
の
段
階
で
は
最
終
的
に
＝
二
五
～
1
二
年
に
支
配
者
の
名
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
な
い
貨
幣
が
鋳
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
竃
¢
げ
費
日
切
む
冒
は
こ
の
時
期
、
政
治
的
に
は
同
盟
関
係
を
通
じ
て
承
認
し
て
い

た
偲
偶
ハ
ー
ン
や
諺
寓
H
ω
冨
ρ
の
宗
主
権
か
ら
脱
し
、
徐
々
に
自
身
の
支
配
権
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
章
で
は
、
ヤ
ズ
ド
、
ケ
ル
マ
ー
ン
が
王
朝
の
中
心
地
で
あ
っ
た
時
代
、
鎮
爵
9
N
鋤
H
－
U
冒
は
ど
の
よ
う
に
し
て
自
身
の
支
配
を

正
当
化
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
主
に
支
配
領
域
の
都
市
住
民
と
の
関
係
か
ら
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

［
　
ヤ
ズ
ド
の
有
力
者
と
の
関
係

イ
ラ
ン
の
都
市
社
会
に
お
い
て
は
、
ウ
ラ
マ
ー
や
サ
イ
イ
ド
の
名
門
家
系
が
都
市
の
有
力
者
層
を
形
成
し
て
住
民
全
体
の
意
志
を
決
定
す
る



ムザッファル朝における支配の正統性（杉山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

立
場
に
あ
り
、
し
ば
し
ば
住
民
代
表
と
し
て
支
配
者
と
の
交
渉
を
務
め
る
な
ど
「
自
立
し
た
」
権
威
を
保
持
し
て
い
た
。
一
方
、
権
力
者
の
側

と
し
て
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
い
て
支
配
的
な
地
位
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
支
配
の
正
統
性
を
シ
ャ
リ
ー
ア
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ

ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
シ
ャ
リ
ー
ア
の
管
理
者
で
あ
り
ム
ス
リ
ム
全
体
の
合
意
を
代
表
す
る
ウ
ラ
マ
ー
の
合
意
を
取
り
付
け
る
必
要
が
あ

　
③つ

た
。
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
の
権
威
を
背
景
に
成
立
し
た
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
に
と
っ
て
も
、
ヤ
ズ
ド
に
お
い
て
支
配
権
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、

当
然
彼
ら
有
力
者
の
協
力
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
成
立
当
時
の
ヤ
ズ
ド
で
は
、
ニ
ザ
ー
ム
家
と
呼
ば
れ
る
サ
イ
イ
ド
家
系
に
属
す
る
切
溜
⇔
巴
－
∪
冒
ζ
喜
帥
ヨ
ヨ
巴
（
～
一
二
三

一
－
二
年
没
）
と
そ
の
子
ω
翌
日
ω
寧
∪
冒
ζ
β
嘗
日
B
注
（
一
三
三
ニ
ー
三
年
没
）
が
、
慈
善
施
設
の
建
設
と
そ
れ
ら
に
対
す
る
ワ
ク
フ
を
通
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
、
都
市
行
政
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
行
使
し
て
い
た
。
年
代
記
、
地
方
史
と
も
、
ζ
暮
巴
N
巴
－
∪
冒
が
、
直
接
ニ
ザ
ー
ム
親
子
と
交

流
を
持
っ
た
こ
と
を
示
す
記
述
は
な
い
が
、
ニ
ザ
ー
ム
家
と
血
縁
関
係
や
経
済
的
保
護
関
係
で
結
ば
れ
た
人
々
が
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
支
配
と

関
わ
る
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
9
昏
理
罠
巴
b
冒
が
ニ
ザ
ー
ム
家
と
関
わ
る
人
々
と
ど
の
よ
う
な
関

係
を
築
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
証
を
進
め
た
い
。

　
年
代
記
史
料
に
お
い
て
最
も
多
く
言
及
さ
れ
る
ヤ
ズ
ド
の
有
力
者
の
一
入
と
し
て
、
ζ
餌
電
鉄
巴
－
U
冒
と
〉
暫
H
ω
冨
ρ
図
且
口
の
間
で
繰
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

返
し
行
わ
れ
た
講
和
交
渉
に
お
い
て
計
三
回
に
百
ち
て
仲
裁
者
を
務
め
た
ω
畠
覧
画
留
締
畔
∪
冒
ζ
郎
智
餌
訂
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
、
ニ

ザ
ー
ム
家
の
ω
訂
簿
ω
巴
－
U
冒
の
妻
の
叔
父
に
あ
た
り
、
ニ
ザ
ー
ム
家
の
ワ
ク
フ
の
一
部
に
対
し
て
、
男
子
の
相
続
人
が
い
な
い
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

臼
葺
睾
鋤
貯
と
な
る
べ
き
一
人
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
＝
二
四
ニ
ー
四
年
頃
に
は
、
鼠
q
訂
蔚
群
∪
冒
を
中
傷
し
た
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

拘
束
さ
れ
た
図
財
≦
餅
す
ω
富
轟
ω
p
一
－
U
冒
留
、
ヨ
◎
似
曾
の
助
命
を
嘆
願
し
、
最
終
的
に
ζ
暮
倒
四
八
－
∪
冒
は
こ
れ
を
聞
き
入
れ
て
逃
げ
≦
思
餌

ω
総
目
ω
鎚
7
U
冒
を
赦
し
た
と
い
う
［
ミ
昌
㎝
∬
§
ミ
誌
£
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
ζ
護
身
N
寧
U
冒
が
、
ヤ
ズ
ド
の
有
力
者
で
あ
る
ω
亀
《
箆

0
Φ
酔
巴
6
冒
の
意
見
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　
ま
た
、
ζ
書
9
N
寧
u
H
⇔
治
世
の
ヤ
ズ
ド
で
は
、
ニ
ザ
ー
ム
家
と
婚
姻
関
係
や
経
済
的
保
護
関
係
を
持
つ
人
々
が
、
政
権
か
ら
官
職
を
与
83　（727）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

え
ら
れ
て
都
市
住
民
や
サ
イ
イ
ド
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
ず
、
ナ
キ
ー
プ
（
冨
ρ
回
げ
）
を
務
め
た
の
は
、
ニ
ザ
ー

ム
家
の
ω
国
ω
巴
－
u
冒
の
娘
と
結
婚
し
た
サ
イ
イ
ド
の
婆
同
畢
量
巨
財
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
［
寮
厘
・
次
に
・
カ
よ
ア
ィ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

職
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
父
方
で
ヤ
ズ
ド
の
有
力
家
系
幻
田
寄
島
に
繋
が
り
、
ニ
ザ
ー
ム
家
の
園
鼻
口
群
U
冒
の
娘
、
つ
ま
り
ω
冨
ヨ
ω
寧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

∪
冒
の
姉
妹
を
母
に
持
つ
ζ
上
房
壁
蝉
ζ
価
凱
群
∪
冒
掴
器
鋤
昌
（
＝
二
八
五
一
六
年
没
）
と
、
ω
鍔
き
ω
巴
6
冒
の
建
設
し
た
ζ
践
鎚
ω
甲
覧

ω
冨
臼
ω
ぢ
p
の
教
授
（
ヨ
亀
p
鼠
。
・
）
に
任
命
さ
れ
て
い
た
サ
イ
イ
ド
の
球
団
肥
塾
U
ぎ
切
器
碧
b
d
β
尊
鯛
昌
と
い
う
二
人
で
あ
っ
た
［
豪
”

摯
マ
黛
9
認
9
ミ
ふ
α
ρ
寄
《
一
罷
駆
山
ω
①
Ψ
霜
ρ
S
ざ
＝
督
一
一
Σ
。

　
さ
ら
に
ニ
ザ
ー
ム
家
と
関
わ
り
を
持
つ
膚
力
者
の
活
動
は
ヤ
ズ
ド
だ
け
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
一
三
五
一
－
二
年
、
三
五
巴
N
群
∪
冒
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

よ
っ
て
ケ
ル
マ
ー
ン
に
マ
ス
ジ
デ
・
ジ
ャ
ー
ミ
と
ダ
ー
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
ー
ダ
（
薮
富
冨
ぞ
下
弓
）
の
建
設
が
始
め
ら
れ
た
が
、
翌
年
の
マ
ス
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

デ
・
ジ
ャ
ー
ミ
の
完
成
に
際
し
、
竃
郎
要
旨
群
U
冒
の
求
め
に
応
じ
て
第
～
金
曜
日
に
フ
ト
バ
と
礼
拝
指
導
（
陣
鼠
§
門
）
を
行
っ
た
の
が
、

ζ
獅
註
蟹
倒
．
諺
窪
寧
U
冒
『
日
謬
刈
Φ
磨
∪
回
昌
竃
昌
餌
日
日
巴
団
職
名
げ
で
あ
っ
た
［
ミ
』
8
山
ご
　
§
ミ
“
密
よ
。
。
］
。
彼
は
、
ニ
ザ
ー
ム
家
の

ω
冨
日
ω
ゆ
W
u
冒
に
よ
っ
て
、
蜜
昆
～
の
髪
型
ω
H
誘
の
目
三
署
鋤
貯
、
ぎ
似
ヨ
、
閃
訂
口
ぴ
職
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
他
の
ワ
ク
フ
物
件
で
も
男
子
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

相
続
人
が
い
な
い
場
合
ヨ
暮
帥
≦
9
葭
に
定
め
ら
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
［
真
理
G
。
♪
窪
昌
。

　
ま
た
、
「
（
ζ
¢
げ
二
巴
一
N
P
同
－
】
）
冒
は
）
こ
の
二
つ
の
吉
兆
な
る
場
所
（
マ
ス
ジ
デ
・
ジ
ャ
ー
ミ
と
ダ
ー
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
ー
ダ
）
の
建
物
の
経
費
（
節
ご
蝉
寅
）

に
、
メ
イ
ボ
ド
の
相
続
財
産
の
利
益
を
充
て
た
。
一
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
も
そ
の
他
の
い
か
な
る
地
か
ら
加
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
［
§
ζ

㎝
甲
。
。
。
］
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
王
室
の
私
有
財
産
を
ワ
ク
フ
財
と
し
て
寄
進
し
、
そ
の
収
益
で
こ
の
両
施
設
の
経
費
を
賄
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
職
員
に
対
す
る
給
与
も
ま
た
こ
の
ワ
ク
フ
か
ら
賄
わ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
、
》
霞
鋤
ゲ
∪
冒
は
王
朝
か
ら
経

済
的
保
護
を
受
け
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ニ
ザ
ー
ム
家
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
人
々
は
、
ζ
魯
9
N
巴
－
U
蟹
か
ら
敬
意
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
ナ
キ
ー
プ
や

カ
ー
デ
ィ
ー
職
と
い
っ
た
官
職
や
宗
教
施
設
の
職
務
就
任
を
通
じ
て
、
王
朝
か
ら
経
済
的
保
護
を
受
け
て
い
た
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

84　（728）



　
⑮

あ
る
。

　
本
節
の
考
察
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
都
市
の
有
力
者
に
対
す
る
竃
昏
倒
欝
巴
－
U
冒
の
対
応
は
、
他
の
都
市
や
時
代
に
お
い
て
も
兇
ら

れ
る
よ
う
な
支
配
者
の
態
度
と
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ζ
魯
蟹
N
巴
’
U
冒
は
経
済
的
な
保
護
や
宗
教
施
設
の
建
築
活
動
に
よ
っ
て
イ
ル
・

ハ
ー
ン
朝
霞
か
ら
影
響
力
を
持
つ
ヤ
ズ
ド
の
有
力
者
と
友
好
的
な
関
係
を
築
き
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
支
配
に
対
す
る
都
市
住
民
全
体
の
支
持

を
得
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ニ
　
ウ
ラ
マ
ー
の
フ
ァ
ト
ワ
ー

ムザッファル朝における支配の正統性（杉山）

　
次
に
、
都
市
の
有
力
者
が
三
后
二
業
巴
－
∪
冒
の
政
策
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。
そ
の
具
体

例
は
、
ケ
ル
マ
ー
ン
地
方
で
生
活
を
し
て
い
た
遊
牧
集
団
O
σ
q
げ
蟹
手
習
と
甘
§
倒
．
ぼ
冒
に
対
す
る
ウ
ラ
マ
ー
ら
宗
教
関
係
者
の
行
動
の
中
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
里
に
お
け
る
こ
の
両
部
族
の
活
動
を
確
認
し
た
後
、
竃
q
訂
欝
p
H
－
U
冒
の
政
策

に
対
し
て
ウ
ラ
マ
ー
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
証
を
進
め
た
い
。

　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
¢
σ
Q
び
白
蔓
蟹
と
冒
毒
忌
、
ぐ
碧
は
、
か
つ
て
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
〉
目
α
q
び
毒
が
ケ
ル
マ
ー
ン
の
カ
ラ
ヒ
タ
イ
朝
の
君
主
ω
ξ
爵
σ
Q
び
青
島
。
。
げ
の
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

請
に
応
じ
て
ケ
ル
マ
！
ン
地
方
警
護
の
た
め
派
遣
し
た
守
備
軍
で
あ
っ
た
［
罠
ヨ
ω
旨
お
斜
§
ミ
鳥
O
］
。
《
爵
似
欝
巴
－
U
冒
は
ケ
ル
マ
ー
ン

地
方
を
支
配
下
に
置
い
た
後
、
大
規
模
な
戦
闘
の
際
に
は
、
こ
の
両
部
族
を
自
軍
に
参
加
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
と

の
抗
争
期
を
通
じ
て
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
軍
と
し
て
貢
献
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
度
重
な
る
反
乱
を
起
こ
し
て
い
た
。

　
＝
二
四
七
年
、
反
乱
を
繰
り
返
す
両
部
族
に
対
し
て
寓
β
裁
欝
⇔
r
u
冒
が
攻
撃
を
か
け
た
0
蝉
甘
甲
画
趣
訂
≦
昌
の
戦
闘
で
は
、
戦
闘
中
馬

を
失
っ
た
鼠
魯
讐
N
g
W
u
冒
は
敵
に
囲
ま
れ
、
か
ら
く
も
窮
地
か
ら
逃
れ
る
ほ
ど
の
大
敗
で
あ
っ
た
［
ミ
”
一
G
o
N
一
一
Q
G
①
一
§
ミ
”
◎
ω
］
。
し
か
し
、

ζ
濡
話
N
群
U
冒
は
最
終
的
に
両
部
族
の
罪
を
赦
し
、
「
一
日
に
千
も
の
栄
誉
の
被
服
（
智
旨
9
。
）
を
そ
の
部
族
に
着
さ
せ
、
数
々
の
心
遣
い
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（
】
P
騨
≦
鯛
N
一
ω
】
P
）
に
よ
っ
て
彼
ら
の
地
位
の
階
層
を
カ
ペ
ラ
（
、
昌
胤
ρ
）
に
ま
で
達
せ
し
め
た
。
イ
ク
タ
ー
と
手
当
（
蒼
訓
．
馨
岳
ヨ
霧
餌
鼠
叶
）
を
定

め
、
給
与
と
俸
給
を
支
払
う
（
ぎ
曾
、
省
§
轟
葛
惹
§
§
§
一
社
）
よ
う
に
従
う
べ
き
命
令
が
号
せ
ら
れ
た
」
［
ミ
誌
鶏
］
。

　
さ
ら
に
鼠
魯
ぎ
N
寧
U
冒
は
こ
の
両
部
族
と
の
関
係
を
強
化
す
る
た
め
、
婚
姻
関
係
を
築
い
た
。
ζ
嘗
踏
N
群
U
旨
は
、
一
三
二
八
－
九

年
ケ
ル
マ
ー
ン
の
カ
ラ
ヒ
タ
イ
朝
最
後
の
君
主
O
暮
げ
ゆ
7
U
冒
ω
げ
穿
智
げ
冒
（
在
位
＝
二
〇
二
…
三
～
；
一
〇
五
）
の
娘
図
げ
響
0
9
冨
α
q
げ

竃
葵
注
q
ヨ
ω
げ
讐
と
結
婚
し
て
い
る
が
［
ミ
”
③
。
。
よ
り
為
叩
。
。
9
§
ミ
”
雪
－
ω
。
。
］
、
彼
女
の
母
は
⇔
α
q
馬
装
玉
戸
出
身
で
あ
っ
た
［
§
ミ
”
刈
O
］
。

さ
ら
に
、
囚
げ
碧
◎
巨
茜
げ
か
ら
生
ま
れ
た
息
子
ω
ぽ
聾
ω
日
溜
、
を
⇔
σ
q
冨
巳
団
習
の
ア
ミ
ー
ル
の
姉
妹
と
結
婚
さ
せ
［
§
ミ
為
O
］
、
自
身
も

O
σ
q
訂
巳
畷
響
の
女
性
を
妻
に
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
［
ミ
乙
胡
　
蕊
』
O
£
。

　
し
か
し
、
度
重
な
る
恩
赦
や
婚
姻
関
係
の
締
結
に
よ
っ
て
も
両
部
族
の
反
乱
が
収
ま
る
ご
と
は
な
く
、
ζ
菩
響
N
群
∪
冒
は
ウ
ラ
マ
ー
か

ら
次
の
よ
う
な
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
得
る
に
至
る
。

　
⇔
α
q
げ
習
ぐ
習
は
創
造
主
（
写
鑑
ρ
）
を
持
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
モ
ン
ゴ
ル
の
慣
習
に
従
い
、
そ
れ
を
崇
拝
し
、
そ
の
偶
像
（
げ
艮
弩
）
の
前
で
捧
げ
物

　
　
（
ρ
ξ
げ
碧
）
を
し
て
い
た
。
》
霞
H
寓
菩
毘
N
p
7
U
冒
は
ウ
ラ
マ
ー
達
の
フ
ァ
ト
ワ
ー
に
よ
っ
て
、
彼
ら
を
不
信
心
者
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
（
B
搾
貯
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
同
。
。
訂
口
冨
再
訂
目
審
）
、
彼
ら
と
の
戦
闘
を
聖
戦
（
α
q
訂
鐘
）
と
見
倣
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
人
々
は
彼
（
ζ
昏
巴
N
群
U
冒
）
を
ω
冨
7
0
冨
無
と
呼

　
ん
で
い
た
。
［
臣
ミ
一
〇
ω
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

同
時
代
の
詩
人
が
雲
腸
窪
N
四
H
－
U
冒
の
こ
と
を
ω
ぽ
群
○
訂
鵠
と
呼
ん
だ
こ
と
も
、
こ
の
記
述
の
事
実
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
で
鼠
害
弩
N
寧
∪
冒
は
、
＝
二
五
一
年
分
ル
マ
ー
ン
に
侵
攻
し
て
き
た
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
軍
と
の
対
決
を
前
に
、
q
σ
q
冨
獣
巻
口
と

智
§
倒
、
蔓
ぎ
に
協
力
を
要
請
し
た
。
両
者
の
間
で
、
こ
れ
ま
で
の
対
立
を
忘
れ
て
協
力
を
確
認
す
る
旨
の
取
り
決
め
が
な
さ
れ
、
そ
の
内
容

は
カ
ー
デ
ィ
ー
達
の
登
記
を
備
え
た
誓
約
書
（
．
p
臣
出
謬
㌣
白
骨
白
日
冒
　
掌
ω
髭
＝
ρ
＆
馨
）
と
し
て
発
行
さ
れ
た
と
い
う
［
ミ
一
器
？
器
昌
。

こ
う
し
た
竃
雌
薮
蔚
寧
U
冒
に
よ
る
行
動
は
、
前
述
の
ω
ぽ
群
○
訂
N
H
と
し
て
の
立
場
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的

に
両
部
族
の
参
加
に
よ
っ
て
勺
p
ど
》
昌
α
q
霧
馨
に
お
け
る
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
軍
と
の
戦
闘
に
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
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ムザッファル朝における支配の正統性（杉山）

　
以
上
の
よ
う
に
、
ケ
ル
マ
ー
ン
地
方
を
支
配
下
に
治
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
時
期
、
ω
げ
浮
○
冨
篤
と
し
て
不
信
心
者
た
る
d
σ
q
ゲ
ぎ
ぞ
ぎ

と
冒
毒
囲
．
予
習
に
対
し
て
聖
戦
を
行
う
一
方
、
大
規
模
な
対
外
戦
略
に
お
い
て
は
彼
ら
を
戦
力
か
ら
外
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
矛
盾
が
、

寓
魯
9
N
群
U
冒
に
は
常
に
付
き
ま
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
ウ
ラ
マ
ー
層
が
ζ
暮
弩
N
寧
∪
冒
の
政
策
に
お
い
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
ウ
ラ
マ
ー
や
カ
ー
デ
ィ
ー
が
ど
う
い
つ
だ
人
物
で

あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
史
料
に
は
記
述
が
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
彼
ら
の
よ
う
に
公
職
に
就
い
て
い
た
宗
教
関
係
者
が
、

支
配
者
た
る
鼠
β
げ
ぎ
N
餌
尉
U
冒
の
意
向
に
沿
う
形
で
、
時
に
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
発
し
、
時
に
和
解
の
証
人
と
し
て
振
る
舞
い
、
ζ
昏
鯛
旨
卑

U
冒
の
軍
事
活
動
を
正
当
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
本
章
全
体
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
父
竃
蕊
翠
玉
が
都
市
住
民
と
交
わ
る
こ
と
無
く
、
イ
ル
・
ハ
ー
ン
と
の
繋
が
り
を
背
景
に
ヤ

ズ
ド
地
方
で
軍
事
的
な
権
力
を
掌
握
し
た
の
と
は
対
照
的
に
、
竃
¢
げ
蟹
N
寧
∪
ぎ
は
都
市
の
有
力
者
を
官
職
や
宗
教
施
設
の
職
務
に
任
命
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
的
に
保
護
す
る
一
方
、
ウ
ラ
マ
ー
や
カ
ー
デ
ィ
ー
な
ど
宗
教
関
係
者
の
側
も
明
確
に
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
支
配
を
正
当

化
す
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
ζ
昏
踏
N
群
∪
冒
は
、
徐
々
に
自
身
の
支
配
に
対
す
る
都
市
住
罠
の
支
持
を
獲
得
し
、

当
初
同
盟
を
通
じ
て
宗
主
権
を
認
め
て
い
た
飽
縄
ハ
ー
ン
や
》
げ
q
H
。
。
冨
ρ
H
且
q
の
名
を
貨
幣
か
ら
削
除
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
、
ζ
菩
鯛
旨
四
｝
－
∪
冒
が
自
身
の
名
で
フ
ト
バ
と
ス
ィ
ッ
カ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め

に
は
、
さ
ら
に
ζ
暮
倒
旨
巴
－
∪
冒
の
支
配
者
と
し
て
の
権
威
を
確
立
す
る
根
拠
と
な
る
も
の
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
「
は
じ
め
に
」
注
二
二
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　

他
、
イ
ラ
ン
都
市
の
有
力
者
層
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
羽
田
正
［
イ
ラ

②
イ
ラ
ン
に
お
け
る
都
市
の
有
力
者
層
は
何
代
も
続
く
名
家
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

　
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
都
市
の
名
家
層
の
研
究
と
し
て
、
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
関

　
し
て
は
O
賃
三
p
σ
Q
歯
o
o
プ
P
囲
．
”
ぎ
浮
§
凡
ミ
N
鎌
§
蹴
N
◎
§
ミ
，
》
§
譜
き

　
閃
お
ま
母
α
q
”
一
Φ
Q
。
9
羽
田
正
「
フ
ー
ザ
ー
ニ
ー
家
の
人
々
…
東
方
イ
ス
ラ
ム
世

　
界
に
お
け
る
一
名
家
の
歴
史
一
」
、
欄
史
学
雑
誌
輪
九
六
－
一
（
～
九
八
七
）
、

　
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
関
し
て
は
U
冒
げ
Φ
広
い
。
O
O
♪
唱
’
謹
山
驚
な
ど
が
あ
る
。
そ
の

　
ン
」
羽
田
正
・
三
浦
徹
編
『
イ
ス
ラ
ム
都
市
研
究
－
歴
史
と
展
望
…
臨
、
東

　
京
大
学
出
版
会
（
一
九
九
一
）
、
二
三
六
i
二
四
一
を
参
照
の
こ
と
。

③
嶋
田
嚢
平
『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
国
家
と
社
会
撫
、
岩
波
書
店
（
一
九
七
七
）
、
二
七

　
三
－
二
七
四
頁
。

④
ニ
ザ
ー
ム
家
の
系
譜
及
び
こ
の
家
系
を
軸
心
と
す
る
ヤ
ズ
ド
の
サ
イ
イ
ド
の
活

　
動
に
つ
い
て
は
、
〉
｛
路
鍵
〈
o
ピ
b
。
も
噂
．
N
り
。
。
－
ω
O
黛
〉
庫
甑
戸
劉
、
、
い
⑦
℃
象
3
早
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鋤
α
q
Φ
O
巳
葺
H
色
2
H
同
調
。
。
o
話
δ
ω
H
貯
ぎ
房
．
d
器
O
H
貰
α
①
閏
固
邑
一
『
匹
Φ

　
鴫
四
践
．
、
甲
卜
恥
§
嵩
譜
ご
註
§
恥
こ
凍
ミ
ミ
M
ω
甲
冨
刈
⊆
。
Ψ
署
」
O
。
。
点
一
ω
を
参
照
の
こ

　
と
。
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
末
期
に
ニ
ザ
ー
ム
家
の
親
子
が
作
成
し
た
ワ
ク
フ
文
書
に

　
つ
い
て
は
、
岩
武
昭
男
「
ニ
ザ
ー
ム
家
の
ワ
ク
フ
と
十
四
世
紀
の
ヤ
ズ
ド
」
、
隅
史

　
林
』
七
二
ー
三
（
一
九
八
九
）
に
よ
っ
て
全
体
の
構
成
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

⑤
　
一
度
目
は
、
一
三
四
五
－
六
年
頃
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
代
表
と
し
て
イ
ン
ジ

　
ュ
i
朝
側
の
代
表
で
あ
る
》
訂
β
窪
の
ハ
ー
キ
ム
と
の
間
で
交
渉
を
行
い
［
ミ
”

　
一
Q
。
Q
。
］
、
続
い
て
＝
二
四
七
年
頃
》
ぴ
。
回
ω
冨
ρ
謹
冒
が
ヤ
ズ
ド
を
｝
時
征
服
し
た

　
後
、
メ
イ
ボ
ド
で
鋸
β
げ
嬰
貯
巴
澗
∪
冒
の
長
男
ω
冨
げ
鎧
¢
N
駄
｛
費
（
＝
二
二
四
i

　
五
～
一
三
五
三
年
）
と
の
問
で
講
和
を
結
ぶ
際
に
仲
裁
役
を
果
た
し
た
［
ミ
”

　
一
り
ω
　
謹
ミ
　
α
し
臼
］
。
さ
ら
に
二
度
目
の
講
和
の
直
後
、
〉
げ
q
討
議
ρ
H
丘
q
の
指

　
示
で
ケ
ル
マ
ー
ン
の
鼠
g
σ
理
賦
9
・
7
U
冒
の
許
に
派
遣
さ
れ
て
講
和
交
渉
を
行
っ

　
た
［
ミ
昌
O
ω
山
O
合
縦
ミ
”
0
総
。

⑥
ワ
ク
フ
文
書
作
成
時
ω
訂
導
ω
塾
U
旨
に
は
息
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
男
子

　
が
生
ま
れ
な
い
場
合
を
想
定
し
て
女
子
の
相
続
を
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
の

　
露
¢
訂
二
巴
群
を
細
か
く
設
定
し
て
い
る
［
岩
武
（
一
九
八
九
）
、
四
三
頁
（
注
一
二
、

　
四
）
］
。
諺
げ
碧
ρ
尋
の
ハ
ー
ン
カ
ー
に
つ
い
て
書
か
れ
た
ワ
ク
フ
文
書
の
箇
所
に

　
よ
れ
ば
、
男
子
が
な
け
れ
ば
ω
自
酌
。
。
m
7
U
冒
の
娘
と
姉
妹
、
そ
し
て
G
。
p
締
群

　
U
炭
竃
ε
三
審
、
が
共
同
で
日
具
蝉
芝
巴
貯
に
就
く
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る

　
［
峯
”
詔
O
ふ
陣
】
。

⑦
彼
は
、
当
初
チ
ョ
バ
ン
朝
の
竃
p
葬
〉
ω
ζ
鍬
に
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と
し
て
仕
え
、

　
鎮
島
豊
N
p
r
U
冒
に
対
す
る
中
傷
を
行
っ
て
い
た
。
＝
二
四
三
i
四
年
頃

　
紅
熱
搾
》
ω
訂
駄
か
ら
の
援
軍
要
請
に
対
し
、
ζ
害
鯛
「
旨
蝉
γ
U
ぎ
は
ω
審
ヨ
し
・
群

　
U
冒
を
引
き
渡
す
こ
と
を
交
換
条
件
と
し
て
提
示
し
た
。
こ
う
し
て
ω
訂
ヨ
も
。
巴
・

　
∪
冒
は
拘
束
さ
れ
る
が
、
後
に
助
命
さ
れ
て
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
に
仕
え
た
。
や
が

　
て
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
に
寝
返
っ
て
〉
甑
同
。
・
冨
ρ
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と
な
り
、
＝
二
四

　
五
年
税
徴
収
の
た
め
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
軍
を
率
い
て
ホ
ル
ム
ズ
に
遠
征
を
行
っ
た
。

　
そ
の
後
ケ
ル
マ
ー
ン
に
進
軍
し
て
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
自
軍
と
戦
っ
た
が
、
敗
死
し
た

　
［
b
二
一
b
。
鼻
O
幽
誌
一
覧
「
刈
O
る
ご
ミ
”
沫
伊
一
罐
山
α
メ
δ
一
∴
①
黛
§
ミ
一

　
蒔
Q
。
ふ
ご
O
冨
昌
δ
卜
。
γ
箸
．
c
。
卜
。
あ
ω
あ
三
黒
田
く
。
門
一
も
9
♂
冒
署
る
甲
。
。
O
】
。

⑧
ナ
キ
ー
プ
は
、
通
常
特
定
の
都
市
と
地
方
の
サ
イ
イ
ド
に
対
し
て
権
限
を
持
ち
、

　
そ
の
地
の
サ
イ
イ
ド
の
中
で
も
有
力
な
人
物
が
そ
の
職
に
就
い
た
。
そ
の
職
務
は
、

　
系
譜
の
統
制
、
社
会
生
活
の
監
督
、
サ
イ
イ
ド
に
対
す
る
裁
判
権
、
サ
イ
イ
ド
を

　
受
益
者
と
し
た
ワ
ク
フ
の
運
営
の
管
理
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
［
森
本
＝
大
「
サ

　
イ
イ
ド
系
譜
学
の
成
立
（
一
〇
、
一
一
世
紀
）
！
系
譜
統
制
と
の
関
わ
り
を
中

　
心
に
一
」
、
糊
史
学
雑
誌
』
　
一
〇
五
～
七
（
一
九
九
六
）
、
九
－
一
一
買
一
同

　
「
サ
イ
イ
ド
と
シ
ャ
リ
…
フ
ー
ム
ハ
ン
マ
ド
の
一
族
と
そ
の
血
統
－
扁
、
習
石

　
波
講
座
世
界
歴
史
～
○
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
発
展
㎞
、
岩
波
書
店
（
｝
九
九
九
）
、

　
三
〇
五
一
三
　
三
頁
］
。

⑨
彼
の
息
子
影
ζ
巴
－
U
冒
ω
訂
げ
浮
路
目
は
、
後
に
ω
冨
『
ω
ゴ
智
．
の
ワ
ズ

　
イ
ー
ル
と
な
っ
た
［
b
団
N
　
N
α
O
I
悼
研
ト
り
　
ミ
”
0
①
O
一
謹
ミ
　
O
o
Q
一
心
図
一
一
一
①
］
。

⑩
菊
既
同
家
は
、
学
問
修
行
の
た
め
ヤ
ズ
ド
に
赴
い
た
若
き
日
の
国
書
訂
α
塾
O
冒

　
評
仙
｝
－
巴
一
導
を
保
護
し
た
こ
と
も
あ
る
名
門
家
系
で
、
後
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と
な
っ
た

　
男
器
事
納
画
7
U
冒
は
彼
ら
の
た
め
に
ヤ
ズ
ド
で
複
数
の
宗
教
施
設
を
建
設
し
た

　
［
ま
。
。
竜
門
》
H
‘
、
葡
窃
訂
匹
餌
γ
U
ぎ
≦
帥
聖
節
註
．
、
り
§
ミ
葛
ぎ
－
覧
ぎ
窺
鷺
寒
無
窟
，
ミ
富
§

　
§
、
誉
翠
ミ
知
衛
S
ミ
ミ
ー
b
ミ
津
匙
－
ミ
隷
鳶
口
Φ
ぼ
き
甲
一
し
。
㎝
O
。
・
一
望
．
卜
。
①
山
刈
］
。

⑪
ニ
ザ
ー
ム
家
の
ワ
ク
フ
文
書
の
中
で
㌶
巴
鳥
塾
U
冒
自
身
の
名
前
は
見
出
せ

　
な
い
が
、
彼
の
兄
ω
冨
最
寧
U
冒
．
≧
団
（
一
三
五
三
…
四
年
没
）
は
、
多
く
の

　
物
件
に
対
す
る
監
査
人
（
旨
岳
ご
賦
）
に
定
め
ら
れ
、
重
要
な
役
割
を
与
え
ら
れ

　
て
い
る
［
ミ
一
駆
一
N
轟
ω
一
り
念
♪
α
ト
っ
昌
。
な
お
、
一
七
世
紀
に
書
か
れ
た
ヤ
ズ

　
ド
地
方
史
に
お
い
て
も
、
当
時
彼
の
家
系
が
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

　
［
ミ
一
綬
①
］
。

⑫
ダ
ー
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
ー
ダ
は
O
訂
N
留
以
降
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
領
域
各
地
に
建
設

　
が
進
め
ら
れ
た
施
設
で
あ
り
、
そ
の
基
本
的
な
機
能
は
貧
し
い
サ
イ
イ
ド
や
サ
イ

（732）88



ムザッファル朝における支配の正統性（杉山）

　
イ
ド
の
旅
人
を
対
象
と
し
た
慈
善
・
宿
泊
施
設
で
あ
っ
た
［
岩
武
昭
男
「
ガ
ザ

　
ン
．
ハ
ン
の
ダ
ー
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
ー
ダ
（
爵
「
鋤
一
－
ω
ぞ
温
餌
）
」
『
東
洋
史
研
究
㎞
五
〇

　
1
四
（
一
九
九
二
）
］
。

⑬
§
に
よ
れ
ば
、
マ
ス
ジ
デ
・
ジ
ャ
ー
ミ
と
ダ
ー
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
ー
ダ
の
完
成
年

　
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
三
五
ニ
ー
三
年
、
～
三
五
四
－
五
年
で
あ
っ
た
［
§
”

　
刈
甲
。
。
O
］
。

⑭
彼
の
父
6
避
周
群
U
多
多
島
p
ヨ
罎
凌
げ
．
〉
び
論
り
d
舞
【
び
．
団
帥
．
名
げ
は
や
ズ
ド
の

　
α
鍔
餌
5
霞
、
習
で
噌
ク
ル
ア
ー
ン
の
師
（
¢
ω
鼠
傷
－
団
ρ
長
、
蓼
と
を
務
め
、
ニ
ザ
ー

　
ム
家
の
沁
昏
笥
群
U
旨
の
讐
ク
ル
ア
ー
ン
の
師
」
で
も
あ
っ
た
［
臼
ざ

　
一
〇
Q
。
山
O
P
一
〇
G
。
　
謡
《
”
霜
ご
岩
武
（
一
九
八
九
）
、
二
九
頁
］
。

⑮
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
下
の
マ
シ
ユ
ハ
ド
に
お
い
て
も
、
官
職
や
宗
教
施
設
の
職
務

　
就
任
を
通
じ
て
有
力
者
を
経
済
的
に
保
護
し
、
王
朝
に
対
す
る
支
持
を
高
め
よ
う

　
と
し
た
例
が
見
ら
れ
た
［
守
川
知
子
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
…
朝
支
配
下
の
マ
シ
ュ
ハ
ド

　
一
～
六
世
紀
イ
ラ
ン
に
お
け
る
シ
ー
ア
派
都
市
の
変
容
一
」
、
『
史
林
㎞
八
O

　
l
二
（
一
九
九
七
）
］
。

⑯
ケ
ル
マ
ー
ン
の
カ
ラ
ヒ
タ
イ
朝
は
、
元
々
中
央
ア
ジ
ア
の
カ
ラ
ヒ
タ
イ
朝
の
家

　
臣
の
一
人
で
、
後
に
ホ
ラ
ズ
ム
・
シ
ャ
ー
朝
に
仕
え
た
b
d
舞
舞
掴
讐
げ
（
在
位
一

　
ニ
ニ
ニ
～
三
五
）
を
創
始
者
と
す
る
。
彼
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
に
よ
る
混
乱
を

　
利
用
し
て
、
一
二
二
二
年
ケ
ル
マ
ー
ン
に
進
出
。
モ
ン
ゴ
ル
政
権
に
使
者
を
派
遣

　
し
て
恭
順
を
表
明
し
、
ケ
ル
マ
ー
ン
の
支
配
権
を
承
認
さ
れ
た
。
以
降
、
彼
の
家

　
系
は
モ
ン
ゴ
ル
支
配
者
層
と
の
婚
姻
を
通
じ
て
関
係
を
強
化
し
、
一
三
〇
五
年
に

　
ω
げ
穿
瓦
之
p
が
O
一
希
旨
⇔
に
よ
っ
て
廃
位
さ
れ
る
ま
で
、
ケ
ル
マ
ー
ン
の
統
治

　
を
維
持
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
欝
ρ
σ
賦
一
ω
臨
り
署
’
き
ω
－
自
O
一
ピ
弾
ヨ
ぴ
8
ロ

　
一
Φ
c
Q
c
Q
曽
や
一
伊
唱
男
．
ト
っ
刈
①
－
ト
っ
c
Q
刈
一
ピ
勲
肖
①
》
O
；
向
ミ
，
◎
§
選
N
肉
ミ
馬
§
§
騨
融
§
馬
覗

　
ら
§
ミ
遷
辱
惑
き
ピ
。
巳
。
謬
即
日
㊦
≦
曜
。
長
8
0
ω
》
箸
■
O
早
B
館
．
、
臼
菊
《
回
累
．
、
甲

　
．
、
◎
¢
6
い
q
O
国
閤
餌
卸
翼
囲
U
ω
．
ド
肉
畠
。

⑰
ケ
ル
マ
ー
ン
の
カ
ラ
ヒ
タ
イ
朝
出
に
は
、
こ
の
モ
ン
ゴ
ル
守
備
軍
に
関
し
て

　
「
そ
の
年
（
一
二
八
四
－
五
年
）
ヤ
ル
リ
グ
に
よ
っ
て
ケ
ル
マ
ー
ン
に
来
て
い
た

　
O
α
q
ぽ
習
を
指
揮
官
（
げ
習
三
諄
）
と
す
る
モ
ン
ゴ
ル
軍
（
。
訂
昌
α
q
山
ヨ
信
讐
巳
）
の

　
一
団
で
あ
り
、
今
日
（
～
三
一
五
－
六
年
頃
）
に
至
る
ま
で
彼
ら
の
不
正

　
（
｛
p
。
。
鑑
）
に
よ
っ
て
ケ
ル
マ
ー
ン
の
暖
地
帯
と
寒
冷
地
帯
（
冒
厳
ヨ
≦
帥

　
。
。
母
口
α
）
は
動
揺
し
た
ま
ま
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
冒
頭
。
。
マ
四
γ
U
冒

　
ζ
¢
霧
訂
囚
躍
ヨ
口
書
▼
盟
ミ
W
織
N
－
．
§
N
画
－
N
鰹
懸
§
織
卜
．
8
爲
§
、
罫
、
塾
潮
・
執
◎
ミ
幽

　
肉
薄
織
ぜ
§
乱
箆
、
§
隷
る
α
．
．
〉
げ
げ
舘
β
げ
鮮
日
ω
ぽ
磐
レ
ω
N
Q
。
ω
“
α
Q
。
］
。
こ
こ
で
述

　
べ
ら
れ
る
指
揮
官
O
α
Q
冨
昌
と
は
、
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
族
出
身
の
千
人
隊
長
で
あ
っ

　
た
［
北
期
誠
一
「
イ
ル
ー
ー
ハ
…
ン
と
ニ
ク
ー
ダ
ー
リ
ヤ
ー
ン
」
、
『
イ
ス
ラ
ム
世

　
界
』
一
八
（
一
九
八
一
）
、
六
頁
一
志
茂
碩
敏
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
研
究
序
説

　
ー
イ
ル
三
国
の
中
核
部
族
l
l
』
、
東
京
大
学
出
版
（
一
九
九
五
）
、
一
七
八

　
頁
］
。
ま
た
ド
⇔
ヨ
鐸
o
p
に
よ
れ
ば
、
罫
、
暮
ま
ぎ
鎗
無
に
は
、
　
＝
一
七
八
一
九

　
年
客
①
α
q
巳
Φ
同
蔓
碧
と
呼
ば
れ
る
遊
牧
集
団
が
国
自
げ
鑑
で
略
奪
を
行
っ
た
際
、

　
』
霞
ヨ
似
と
い
う
名
の
モ
ン
ゴ
ル
人
の
息
子
や
娘
が
奴
隷
に
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が

　
あ
る
［
い
p
ヨ
げ
8
P
＞
．
囚
．
ω
．
㌦
．
ζ
8
α
q
o
一
閃
尻
。
巴
〉
山
巨
鼠
ω
町
道
δ
降
冒
℃
銭
珍
飢
．
曽

　
勲
ミ
貯
掬
ミ
ミ
詩
8
①
♪
回
り
。
。
①
も
．
。
。
ω
］
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ジ
ャ
ラ
イ
ル
部
の

　
⇔
σ
Q
げ
蟹
に
率
い
ら
れ
た
ケ
ル
マ
ー
ン
守
備
軍
の
構
成
員
が
や
が
て
O
σ
q
7
習
ぞ
謬

　
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
軍
に
は
匂
5
目
鯛
を
名
門
と
し
当
月
げ
巴
で
生
活

　
し
て
い
た
別
の
モ
ン
ゴ
ル
部
族
解
同
ヨ
鰍
、
ぞ
蓼
も
参
加
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑱
こ
の
ウ
ラ
マ
ー
の
フ
ァ
ト
ワ
ー
に
関
し
て
は
、
蕊
に
も
ほ
ぼ
同
じ
記
述
が
あ

　
る
が
、
そ
ち
ら
で
は
「
》
§
躍
○
惹
N
回
」
と
な
っ
て
い
る
［
蕊
”
b
。
一
㊤
］
。

⑲
督
緯
や
囚
白
銀
q
省
溢
毒
二
目
、
d
げ
導
師
N
臥
鯛
自
と
い
っ
た
詩
人
は
、
自

　
身
の
詩
の
中
で
竃
信
げ
謬
論
曽
7
U
胃
の
こ
と
を
ω
げ
群
O
冨
昌
、
図
無
ω
鋸
≦
O
菰
N
回

　
と
呼
ん
で
い
る
［
O
げ
き
H
一
ω
b
。
一
も
．
り
ρ
一
口
£
。
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第
三
章
　
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
へ
の
バ
イ
ア

　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
都
市
住
民
と
の
関
わ
り
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヤ
ズ
ド
と
ケ
ル
マ
ー
ン
に
お
け
る
支
配
の
基
盤
を
築
い
た

鼠
魯
当
今
巴
6
冒
は
、
；
孟
三
年
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
の
中
心
地
で
あ
る
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
向
け
て
出
発
し
、
そ
の
年
の
う
ち
に
シ
ー
ラ
ー
ズ
の

征
服
に
成
功
す
る
。
さ
ら
に
、
シ
！
ラ
ー
ズ
陥
落
直
前
に
逃
亡
し
た
》
暫
H
ω
冨
ρ
H
且
麟
を
追
っ
て
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
遠
征
し
、
そ
の
途
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
ご
一
五
四
一
五
年
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
近
郊
の
ζ
胃
≦
蟹
碧
に
お
い
て
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
9
ゲ
嵐
犀
．
鼠
α
箆
瓢
出
藍
》
げ
H
切
間
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（
在
位
；
孟
二
～
一
三
六
二
）
の
代
理
人
（
語
巨
）
に
対
し
て
バ
イ
ア
を
行
っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
、
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
に
対
す
る
バ
イ
ア
と
い
う
行
為
は
、
ζ
蕊
9
｛
｛
碧
の
時
代
も
含
め
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
治
下
で

行
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
ば
か
り
か
、
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
期
以
来
イ
ラ
ン
の
地
で
一
度
も
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
ま
た
当
時
の
イ
ラ
ン
で
は
、
偲
偏
ハ
ー
ン
を
擁
立
し
た
モ
ン
ゴ
ル
系
有
力
ア
ミ
ー
ル
が
自
ら
「
ス
ル
タ
ン
」
の
称
号
を
用
い
る
こ
と
は
な
か

　
　
③

つ
た
が
、
「
イ
ラ
ン
系
」
地
方
政
権
の
支
配
者
の
中
に
は
、
一
三
四
四
年
自
ら
の
名
で
フ
ト
バ
と
ス
ィ
ッ
カ
の
権
利
を
行
使
し
た
〉
げ
q
H
ω
冨
ρ

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ぎ
冒
の
よ
う
に
［
ミ
ニ
α
ご
§
ミ
凸
O
］
、
カ
リ
フ
に
対
し
て
バ
イ
ア
を
行
う
こ
と
な
く
「
ス
ル
タ
ン
」
を
自
称
す
る
者
が
い
た
。
こ
れ
に
対

し
、
㌶
暮
踏
N
鋤
｝
b
望
は
～
三
五
一
－
二
年
以
降
支
配
者
の
名
前
の
な
い
貨
幣
を
鋳
造
し
て
い
た
が
、
こ
の
バ
イ
ア
を
行
っ
た
後
、
カ
リ
フ

の
名
と
共
に
「
ス
ル
タ
ン
」
と
し
て
自
身
の
名
で
フ
ト
バ
と
ス
ィ
ッ
カ
の
権
利
を
行
使
し
、
支
配
者
と
し
て
の
自
身
の
立
場
を
明
確
に
主
張
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
行
為
に
こ
そ
竃
暮
ぎ
N
群
u
H
⇔
の
支
配
の
正
統
性
を
探
る
上
で
重
要
な
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
そ
こ
で
こ
の
章
で
は
、
受
書
晋
N
巴
－
U
冒
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
に
対
す
る
バ
イ
ア
の
目
的
を
明
ら

か
に
し
、
バ
イ
ア
の
後
ζ
魯
毘
N
p
W
U
冒
が
主
張
し
た
支
配
の
正
統
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
証
を
進
め
て
い

き
た
い
。
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ムザッファル朝における支配の正統性（杉山）

　
ま
ず
、
ζ
嘗
弩
N
群
U
冒
が
バ
イ
ア
を
行
っ
た
経
緯
を
蕊
の
記
述
か
ら
確
認
し
、
こ
の
行
為
の
目
的
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
勇
者
た
る
陛
下
（
す
愚
げ
・
一
ζ
昏
巴
N
H
睡
鼠
筈
酬
H
冒
p
。
一
6
冒
）
に
お
い
て
は
目
的
を
達
成
す
る
崇
高
な
志
（
ぼ
臼
ヨ
撃
一
、
跨
－
覧
嵩
7
導
p
け
）
が
、
ヤ
ズ
ド
と
ケ

　
ル
マ
ー
ン
と
フ
ァ
ー
ル
ス
の
国
々
の
支
配
に
満
足
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
イ
ラ
ク
と
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
を
征
服
す
る
考
え
が
彼
の
心
の

　
中
に
あ
っ
た
。
支
配
の
基
礎
を
確
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
望
み
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
に
バ
イ
ア
を
行
う
と
い
う
考
え
が
彼
の
心
を
占
め
た
。
そ
の
た
め

　
使
者
を
カ
イ
ロ
（
ヨ
　
ω
H
）
に
送
っ
た
。
［
蕊
”
卜
。
“
①
］

以
上
の
記
述
か
ら
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
を
征
服
し
、
新
た
に
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
を
支
配
領
域
に
組
み
入
れ
た
ζ
暮
讐
N
群
U
冒
は
、
続
い
て
行
う

こ
と
と
な
る
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
と
タ
ブ
リ
ー
ズ
へ
の
遠
征
を
前
に
、
自
身
の
支
配
権
を
確
立
し
よ
う
と
考
え
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
で

は
、
な
ぜ
シ
ー
ラ
ー
ズ
遠
征
前
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
に
「
支
配
の
基
礎
を
確
か
な
も
の
」
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
シ
ー
ラ
ー
ズ
征
服
の
結
果
、
鎮
暮
幾
N
群
U
冒
が
薪
た
に
支
配
領
域
に
加
え
た
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
は
、
こ
れ
ま
で
》
菖
H
。
。
冨
ρ
の
名
に
お

い
て
フ
ト
バ
が
読
ま
れ
、
貨
幣
が
鋳
造
さ
れ
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
。
ζ
暮
岡
H
貯
巴
6
冒
は
さ
ら
な
る
軍
事
遠
征
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
こ

の
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
に
お
い
て
》
簿
H
ω
冨
ρ
に
代
わ
る
新
た
な
支
配
者
と
し
て
自
身
の
立
場
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
、
征
服
直
後
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
で
は
、
》
寓
H
ω
冨
ρ
配
下
の
ア
ミ
ー
ル
と
親
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
派
の
市
民
が
結
託
し
た
大
規
模
な
暴
動
が
発
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
、
一
時
シ
ー
ラ
ー
ズ
が
奪
還
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
お
り
［
ミ
日
。
・
∴
冨
。
ぴ
山
山
。
刈
2
設
ミ
”
①
o
－
①
2
、
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
の
安
定

は
急
務
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
一
方
で
竃
β
冨
蔚
鋤
r
U
冒
は
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
征
服
後
も
名
門
家
系
出
身
で
あ
る
ρ
倒
曾
《
Φ
達
士
U
冒
H
ω
日
似
．
比
（
；
一
五
五
年
没
）
に
引
き

続
き
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
職
を
委
ね
て
お
り
、
ヤ
ズ
ド
や
ケ
ル
マ
ー
ン
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
従
来
か
ら
の
都
市
の
有
力
者
、

特
に
名
門
家
系
出
身
者
を
優
遇
し
て
い
た
。
シ
ー
ラ
ー
ズ
で
の
暴
動
に
お
い
て
名
門
家
系
の
有
力
者
が
関
与
し
た
と
い
う
事
実
が
見
当
た
ら
な

い
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
支
配
領
域
に
お
い
て
例
の
な
い
都
市
住
民
に
よ

る
暴
動
の
勃
発
は
、
都
市
の
有
力
者
を
優
遇
す
る
こ
と
で
支
配
の
正
統
性
を
得
て
い
た
従
来
の
政
策
だ
け
で
は
、
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
の
安
定
が
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得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
選
択
さ
れ
た
の
が
、
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
へ
の
バ
イ
ア
と
い
う
手

続
き
を
通
じ
て
「
ス
ル
タ
ン
」
の
称
号
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
身
の
支
配
に
対
す
る
正
統
性
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
時
ま
で
に
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
に
対
し
て
バ
イ
ア
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、
カ
リ
フ
の
保
護

者
た
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
や
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
ア
ラ
ブ
遊
牧
諸
部
族
は
別
と
し
て
、
イ
ン
ド
、
マ
グ
リ
ブ
諸
島
と
い
っ
た
い
わ
ば
イ
ス
ラ
ー
ム
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

界
周
辺
部
の
支
配
者
の
み
で
あ
っ
た
。
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
以
来
、
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
の
権
威
そ
の
も
の
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
イ
ラ
ン
に
お
い
て
、
こ
の
バ
イ
ア
は
如
何
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
竃
の
バ
イ
ア
に
関
す
る
記
述
を
確
認

し
よ
・
つ
。

　
ζ
費
≦
轡
習
の
村
に
下
馬
し
た
と
き
、
（
ζ
各
9
N
動
同
・
U
冒
は
）
長
い
間
正
当
な
カ
リ
フ
（
犀
冨
駅
9
－
覧
嘗
ρ
ρ
）
に
バ
イ
ア
を
す
る
た
め
に
吉
兆
な
る
お
、
心

　
に
抱
か
れ
て
い
た
意
図
を
、
実
行
に
移
す
こ
と
を
輝
く
お
心
に
お
決
め
に
な
っ
た
。
そ
し
て
祖
先
の
委
託
と
子
孫
の
バ
イ
ア
に
従
い
（
ぴ
帥
か
爵
牢
＝
既
蔦
櫨

　
ω
巴
臥
≦
鋤
げ
p
風
9
凱
尊
回
帰
｛
）
、
美
徳
あ
る
カ
リ
フ
位
の
敷
居
と
天
空
の
ご
と
く
壮
麗
な
謁
見
の
間
に
［
い
る
］
信
徒
の
長
、
両
世
界
の
所
有
者
た
る
使
徒
の

　
叔
父
の
子
孫
で
あ
る
堅
固
な
る
カ
リ
フ
寧
ζ
償
．
窮
α
置
げ
一
』
讐
乱
費
b
σ
ゆ
ξ
p
一
・
．
》
げ
び
習
マ
ー
神
が
彼
の
カ
リ
フ
権
を
永
続
せ
し
め
、
彼
の
地
位
を
高
め
、

　
彼
の
証
拠
と
証
を
両
世
界
に
明
ら
か
に
し
給
わ
ん
こ
と
を
一
1
の
代
理
人
に
バ
イ
ア
を
な
さ
っ
た
。
か
の
陛
下
（
1
1
串
竃
ロ
．
＄
曾
恥
び
一
と
弩
）
の
代
表
統
治

　
職
と
代
理
職
（
巴
扇
ぴ
象
≦
ゆ
ρ
蹴
二
二
β
割
白
回
）
の
し
る
し
を
ス
ル
タ
ン
位
の
衣
服
の
飾
り
と
し
た
。
七
五
五
年
（
一
三
五
四
－
五
年
）
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
襲

　
来
の
時
か
ら
今
日
ま
で
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
の
名
を
唱
え
る
と
い
う
飾
り
が
為
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
フ
ト
バ
は
、
ζ
償
．
冨
仙
凱
の
神

　
聖
な
る
ラ
カ
ブ
を
唱
え
る
と
い
う
栄
誉
を
与
え
ら
れ
た
。
預
雷
者
［
中
略
］
の
数
々
の
奇
跡
の
驚
異
の
一
つ
で
あ
る
「
神
は
こ
の
ウ
ン
マ
に
一
〇
〇
年
毎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
信
仰
を
新
た
に
す
る
指
導
者
を
お
送
り
給
う
」
　
と
い
う
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
従
い
、
日
付
に
注
意
し
て
み
る
と
（
。
無
口
甚
身
餌
像
蜀
昌
匪
H
9
｛
紳
）
、

　
　
カ
リ
フ
の
高
貴
な
る
お
名
前
が
終
焉
し
た
始
め
か
ら
（
爲
日
器
留
欝
葛
－
夜
這
頭
ヨ
回
－
旨
路
費
H
障
叢
叢
鋤
碑
）
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ミ
ン
バ
ル
が

　
　
カ
リ
フ
の
吉
兆
な
る
ラ
カ
ブ
［
を
唱
え
る
］
と
い
う
称
賛
さ
れ
る
べ
き
帰
還
を
保
障
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
（
ぴ
一
白
鎚
誉
三
巴
－
ゴ
≦
象
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ムザッファル朝における支配の正統性（杉山）

　
並
置
嵩
高
ヨ
碧
丁
丁
鼠
H
ω
研
錺
耳
巴
ρ
群
高
ご
難
各
自
山
子
げ
巴
回
砂
）
地
上
が
高
貴
な
も
の
と
な
っ
た
時
ま
で
、
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
で
あ
る

　
　
［
中
略
］
。
王
圏
の
ス
ィ
ッ
カ
は
時
の
カ
リ
フ
の
偉
大
な
る
お
名
前
で
飾
ら
れ
、
勇
者
た
る
ス
ル
タ
ン
（
ω
巳
獺
昌
博
覧
蜜
暮
ぎ
N
回
）
の
高
貴

　
な
る
ラ
カ
ブ
が
代
表
統
治
職
の
儀
礼
に
従
い
、
フ
ト
バ
と
ス
ィ
ッ
カ
に
お
い
て
カ
リ
フ
の
名
に
続
く
も
の
（
華
甲
覧
愚
日
山
写
跨
貯
）
と

　
さ
れ
た
。
［
蒋
日
ω
∴
一
ω
ω
甲
呂

以
上
の
よ
う
に
、
竃
で
は
バ
イ
ア
に
関
す
る
記
述
の
大
半
を
使
っ
て
、
バ
グ
ダ
ー
ド
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
終
焉
の
年
か
ら
バ
イ
ア
が
行
わ
れ
た

年
ま
で
の
～
○
○
年
間
を
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
一
〇
〇
年
」
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
イ
ア
と
い
う
行
為
を
称
賛

す
る
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
の
権
威
が
正
当
な
も
の
か
否
か

と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
の
襲
撃
以
降
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
の
名
で
フ
ト
バ
と
ス
ィ
ッ
カ
の
権
利
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
が
竃
昏
蝕
N
鋤
7
U
冒
に
よ
っ
て
復
興
さ
れ
た
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
ミ
の
序
文
で
は
竃
仁
訂
二
巴
－
U
冒
に
対
し
て
、
「
信
徒
の
長
の
援
助
者
（
鼠
曾
p
ヨ
胃
群
二
二
、
邑
日
p
ご
「
巴
－
ζ
郎
．
莚
好
餌
の
カ
リ
フ

位
を
固
め
る
人
（
三
富
孤
山
㍗
鐸
惹
聾
）
」
の
よ
う
に
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
に
関
連
し
た
内
容
と
並
ん
で
、
「
穿
れ
な
き
シ
ャ
リ
ー
ア
の
慣
習

の
黒
黒
者
（
ヨ
岳
ま
箆
暴
勢
ぎ
寧
終
畳
職
舞
寧
σ
q
薄
鼠
、
）
」
「
第
七
の
世
紀
を
約
束
さ
れ
た
者
（
ヨ
睾
．
鼠
群
鼠
．
簿
巴
－
ω
讐
冨
）
」
と
い
う
ラ
カ
ブ
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
［
ミ
叫
一
昌
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
は
、
バ
イ
ア
と
い
う
行
為
を
ハ
デ
ィ
ー
ス
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ζ
魯
鯛
蔚

寧
∪
冒
が
神
に
よ
っ
て
一
〇
〇
年
毎
に
遣
わ
さ
れ
る
「
信
仰
を
新
た
に
す
る
指
導
者
」
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
「
七
番
目
の
指
導
者
」
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
以
来
、
ス
ル
タ
ン
が
カ
リ
フ
か
ら
委
任
さ
れ
た
の
は
世
俗
の
権
限
に
隈
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
そ
の
職

務
に
宗
教
的
権
限
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
ミ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
第
～
の
世
紀
に
カ
リ
フ
．
d
日
費
、

第
二
の
世
紀
に
ω
訂
｛
寄
、
第
三
の
世
紀
に
》
鋒
、
鴛
が
、
そ
れ
ぞ
れ
神
に
よ
っ
て
遣
わ
さ
れ
た
「
信
仰
を
新
た
に
す
る
指
導
者
」
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

う
解
釈
が
存
在
し
て
い
た
。
蒋
の
著
者
で
あ
る
冨
β
．
冒
巴
6
島
守
雷
門
（
＝
二
八
七
年
没
）
は
、
若
き
B
に
著
名
な
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
法
学
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⑪

者
で
あ
り
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
神
学
者
で
あ
っ
た
．
》
曾
山
p
一
－
∪
冒
巴
－
H
冒
（
＝
～
蓋
五
年
没
）
の
許
で
学
び
、
自
身
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
に
秀
で
た
学
者

　
　
　
⑫

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
然
上
記
の
よ
う
な
解
釈
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
カ
リ
フ
や
著
名
な
ウ
ラ
マ
ー
に
比
す

る
入
物
と
し
て
ζ
嘗
巴
N
p
W
u
冒
を
賛
美
す
る
ミ
の
記
述
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
答
え
は
、
バ
イ
ア
の
後
に
行
わ
れ
た
ζ
暮
巴
N
群
∪
冒
の
行
動
の
一
つ
に
、
見
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
＝
二
五
八
年

タ
ブ
リ
ー
ズ
征
服
に
成
功
し
た
鼠
暮
ぎ
N
塾
U
冒
は
、
そ
の
地
の
マ
ス
ジ
ド
で
自
ら
説
教
壇
（
ヨ
ぎ
び
費
）
に
登
り
、
カ
リ
フ
群
ζ
β
、
日
電
傷
の

名
で
フ
ト
バ
を
読
み
、
礼
拝
指
導
を
行
っ
た
の
で
あ
る
［
掌
§
”
留
。
。
甲
蕊
”
ω
0
9
§
ミ
山
。
。
］
。
》
暫
b
d
爵
H
以
降
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
時
代
初

期
に
至
る
ま
で
の
カ
リ
フ
は
自
ら
フ
ト
バ
を
行
っ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
以
降
通
常
フ
ト
バ
は
専
門
の
説
教
師
（
窪
鋤
喜
）
が
行
う
べ
き
も
の

　
　
　
⑬

で
あ
っ
た
。
実
際
、
第
二
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ζ
毎
践
N
塾
∪
冒
は
、
ケ
ル
マ
ー
ン
の
マ
ス
ジ
ド
で
は
．
》
露
語
6
冒
に
対
し
て
フ
ト
バ

と
礼
拝
指
導
を
行
う
よ
う
命
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
タ
ブ
リ
ー
ズ
で
は
そ
の
地
の
有
力
者
で
も
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
支
配
領
域
の
ウ
ラ
マ
ー

で
も
な
く
、
自
ら
フ
ト
バ
と
礼
拝
指
導
を
行
う
と
い
う
本
来
カ
リ
フ
に
属
す
る
権
限
を
も
行
使
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ミ
の
バ
イ
ア
に
関
す
る
記
述
は
、
冨
暮
理
N
巴
－
U
冒
が
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
に
対
し
て
バ
イ
ア
を
行
っ

た
後
、
世
俗
の
君
主
「
ス
ル
タ
ン
」
と
し
て
の
立
場
だ
け
で
な
く
、
カ
リ
フ
の
持
つ
宗
教
的
権
威
を
も
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
か
つ
て
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
の
国
都
で
あ
っ
た
タ
ブ
リ
ー
ズ
で
の
《
道
心
N
巴
－
∪
冒
に
よ
る
フ
ト
バ
は
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
支
配

者
の
権
威
に
関
し
て
、
も
う
一
つ
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
タ
ブ
リ
ー
ズ
や
ス
ル
タ
ー
ニ
ヤ
を
中
心
と
す
る
西
北
イ
ラ
ン
は
、
イ
ル
・

ハ
ー
ン
朝
期
を
通
じ
て
モ
ン
ゴ
ル
支
配
者
層
が
居
住
す
る
直
接
支
配
地
で
あ
り
、
》
暫
ω
9
．
巳
死
後
も
モ
ン
ゴ
ル
支
配
の
影
響
を
色
濃
く
残
し

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
の
西
北
イ
ラ
ン
に
お
い
て
ζ
昏
鯛
欝
巴
－
∪
冒
が
新
た
な
支
配
者
と
し
て
自
ら
行
っ
た
フ
ト
バ
は
、
○
岡
目
σ
q
に

〆
ぽ
習
の
後
釜
の
み
が
支
配
者
た
り
う
る
と
い
う
概
念
が
イ
ラ
ン
の
地
か
ら
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
⑯

い
え
る
の
で
あ
る
。
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ムザッファル朝における支配の正統性（杉山）

①
～
二
六
一
年
マ
ム
ル
ー
ク
朝
白
d
避
審
冨
に
よ
る
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
パ
…
ス
朝
カ

　
リ
フ
擁
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
》
嘱
鋤
O
詳
U
．
㌦
ハ
ω
ε
象
①
ω
O
昌
費
Φ
日
田
器
♂
H
O
団

　
些
Φ
、
〉
ぴ
冨
ω
凱
O
鉱
弼
げ
異
Φ
艶
。
ヨ
b
ご
p
α
q
7
島
置
8
0
臥
困
。
．
、
り
郎
ミ
黛
ら
＆
メ
一
〇
①
O
口

　
国
。
貫
勺
．
ζ
‘
．
．
ω
o
ヨ
⑦
○
び
ω
9
〈
p
篤
。
島
。
⇒
筈
①
．
〉
げ
σ
蝋
ω
に
O
巴
首
プ
馨
①
o
｛

　
〇
四
一
δ
、
－
讐
鴨
砺
Q
鋤
勲
α
メ
お
。
。
心
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②
バ
イ
ア
と
は
、
元
々
商
取
引
が
成
立
し
た
と
き
に
行
わ
れ
る
ア
ラ
ブ
の
古
い
習

　
慣
で
あ
っ
た
が
、
後
に
カ
リ
フ
の
即
位
、
あ
る
い
は
カ
リ
フ
や
ス
ル
タ
ン
の
権
威

　
を
承
認
す
る
際
に
行
わ
れ
る
儀
式
と
な
っ
た
。
バ
イ
ア
と
は
主
権
者
へ
の
服
従
を

　
条
件
と
す
る
契
約
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
ら
の
手
を
主
権
者
の
手
に
重
ね
る
と
い
う

　
形
で
実
行
さ
れ
た
［
佐
藤
（
二
〇
〇
四
）
、
一
七
、
一
五
五
1
～
五
六
頁
一

　
、
．
し
d
＞
磯
．
乏
、
甲
豊
。
こ
の
場
合
、
バ
イ
ア
に
よ
っ
て
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ

　
リ
フ
の
権
威
に
服
従
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
「
ス
ル
タ
ン
」
の
称
号
と
自
身
が
統

　
治
す
る
領
域
に
対
す
る
支
配
権
を
授
与
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

③
ジ
ャ
ラ
イ
ル
朝
の
ω
訂
葵
げ
包
茎
碧
ゆ
旨
自
α
q
は
、
＝
二
四
〇
年
忌
偏
ハ
ー
ン

　
の
冒
ゲ
習
日
Φ
二
念
を
廃
位
し
、
自
ら
権
力
を
握
っ
た
後
も
、
自
身
は
「
ウ
ル

　
ス
・
ベ
グ
」
の
称
号
し
か
用
い
な
か
っ
た
［
幻
。
⑦
ヨ
鐙
お
。
。
9
唱
．
黛

　
、
G
》
ピ
》
団
H
麺
、
”
肉
濫
。
彼
の
息
子
い
訂
冤
窪
¢
≦
ミ
ω
に
献
呈
さ
れ
た
ジ
ャ
ラ
イ

　
ル
朝
の
公
式
年
代
記
で
あ
る
冨
》
q
で
は
、
ω
訂
美
7
q
蓄
髪
に
「
ス
ル
タ

　
ン
」
の
称
号
を
付
し
て
い
る
の
に
対
し
［
翠
q
二
G
。
9
、
ω
プ
避
尊
頓
器
き

　
じ
d
震
長
α
q
に
つ
く
称
号
は
常
に
「
ア
ミ
ー
ル
し
で
あ
る
留
黛
猟
”
H
σ
ω
｛
呂
。
な
お
、

　
目
偏
ハ
ー
ン
を
廃
位
し
た
後
、
ω
ぴ
塁
冨
韻
器
寒
し
d
轟
葺
α
q
の
治
世
下
で
鋳
造
さ

　
れ
た
貨
幣
に
は
、
支
配
者
の
名
は
刻
ま
れ
て
い
な
い
［
≧
σ
β
ヨ
一
㊤
鳶
も
■
一
〇
9

　
b
σ
p
愚
島
お
参
も
．
漣
O
］
Q
ま
た
、
チ
ョ
バ
ン
朝
の
諸
巴
節
》
。
。
ぼ
駄
は
、
＝
二

　
四
三
i
四
年
以
降
》
湿
口
ω
窪
二
言
と
い
う
健
縄
ハ
ー
ン
を
擁
立
し
て
お
り

　
　
冨
鑑
帆
〉
瓢
戸
b
詠
亀
こ
§
ミ
馬
ミ
・
§
罎
ミ
隷
愛
肉
無
臨
爵
巴
．
宍
ダ
し
d
契
餌
員

　
日
Φ
ゴ
扇
詳
一
ω
㎝
O
ω
（
邸
冨
侮
Φ
P
）
一
N
b
ρ
♪
下
馬
〇
一
N
選
。
踏
－
U
冨
げ
■
掴
9
ヨ
餅
鋤
㌶
プ

　
竃
蕊
＄
≦
旨
O
勲
N
≦
冒
押
b
詠
亀
N
・
執
罫
薄
畳
丸
Q
母
捜
§
堕
①
阜
翻
鋭
諺
｛
ω
げ
鯛
び
↓
⑦
貯
蟹
憎

　
一
ら
。
お
ω
一
ω
μ
α
O
　
蕊
…
目
O
ρ
b
。
ω
o
。
一
望
穿
一
年
二
、
彼
も
自
ら
の
名
で
フ
ト
バ

　
と
ス
ィ
ッ
カ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
［
咳
即
ぼ
、
回
｝
ω
総
甲
署
層

　
卜
⊃
り
一
号
降
る
一
〇
。
出
輔
9
。

④
》
訂
ω
陣
．
凱
死
後
の
イ
ラ
ン
に
お
い
て
、
O
置
謁
訂
季
鍔
の
血
統
を
持
た
な

　
い
支
配
者
の
う
ち
、
「
ス
ル
タ
ン
」
と
し
て
自
身
の
名
を
貨
幣
に
刻
ん
だ
の
は
、

　
〉
げ
q
H
ω
冨
ρ
『
嘗
が
最
初
の
例
で
あ
っ
た
［
≧
げ
賃
日
一
Φ
刈
♪
b
．
一
ゆ
り
］
。
そ
の
後
、

　
一
三
四
五
－
六
年
に
は
タ
ル
ト
朝
の
ζ
虐
．
一
巽
節
一
・
】
）
冒
も
「
ス
ル
タ
ン
」
の
称
号

　
を
付
し
て
自
身
の
名
を
貨
幣
に
刻
み
、
　
＝
二
四
九
年
に
公
式
に
「
ス
ル
タ
ン
」
位

　
就
任
宵
三
茜
を
発
し
た
［
勺
9
富
【
一
り
り
N
や
伊
O
－
戴
］
。

⑤
シ
ー
ラ
ー
ズ
市
民
に
よ
る
蜂
起
は
、
地
区
別
に
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
派
、
ム
ザ
ッ
フ

　
ァ
ル
朝
派
に
分
か
れ
て
展
開
さ
れ
た
。
鋒
¢
げ
幾
N
鋤
γ
U
冒
に
よ
る
シ
ー
ラ
ー
ズ

　
征
服
の
際
、
内
通
し
て
城
門
を
開
い
た
二
巴
¢
．
d
ヨ
費
が
属
す
る
ζ
5
象
箸
習
地

　
区
は
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
を
支
持
し
、
竃
暮
閏
羽
子
鋤
7
U
ぎ
に
よ
っ
て
殺
書
さ
れ
た

　
図
巳
鳳
聞
艶
聞
僧
｝
・
O
冒
の
属
す
る
図
欝
血
雪
門
地
区
は
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
を
支
持
し

　
た
。
囚
餌
N
碧
冒
門
地
区
の
人
々
が
、
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
の
ア
ミ
ー
ル
と
ω
げ
自
穿
研
ロ

　
軍
を
市
内
に
引
き
入
れ
た
た
め
、
街
は
混
乱
状
態
に
陥
っ
た
。
最
終
的
に
ω
冨
7

　
ω
ご
智
．
に
よ
っ
て
暴
動
は
鎮
圧
さ
れ
た
［
O
訂
自
門
ω
ト
ひ
一
も
℃
」
O
①
山
O
刈
…
ご
ヨ
・

　
げ
①
冨
8
象
も
・
ω
メ
δ
昌
。

⑥
祖
父
の
代
か
ら
一
五
〇
年
間
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
職
の
地
位
を
世

　
寒
し
て
い
る
有
力
家
系
出
身
。
彼
の
家
系
及
び
イ
ル
・
ハ
…
ン
朝
か
ら
イ
ン
ジ

　
ュ
ー
無
期
に
お
け
る
支
配
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
［
磁
ド
ω
一
叩
認
ρ

　
ミ
ミ
一
一
刈
①
一
恥
周
く
　
一
“
N
一
一
刈
○
◎
一
油
石
武
（
　
九
九
二
）
、
　
五
⊥
ハ
＝
｝
頁
一
い
一
ヨ
げ
Φ
陰

　
卜
。
O
O
心
も
ワ
巳
甲
一
ω
9
ω
¢
ヨ
紆
く
。
一
・
軸
も
や
b
。
c
。
c
。
幽
。
。
0
］
。
彼
は
、
一
三
五
四
年

忌
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
お
い
て
ω
ず
鋒
ω
巨
ず
、
と
囚
餌
路
鍵
の
サ
イ
イ
ド
家
系
出
身
の
女

　
性
と
の
婚
姻
契
約
に
立
会
っ
て
お
り
［
ミ
目
ω
∴
近
回
呂
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
下

　
で
も
支
配
者
と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

⑦
。
｛
．
お
穿
刈
①
為
ご
家
島
彦
一
「
マ
ム
ル
！
ク
朝
の
対
外
貿
易
政
策
の
諸
相
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ー
セ
イ
ロ
ン
王
b
d
巧
く
鴛
融
冨
σ
群
言
と
マ
ム
ル
ー
ク
朝
ス
ル
タ
ン
Φ
r
ζ
弾
嵩
嘗

　
と
の
通
商
関
係
を
め
ぐ
っ
て
i
」
、
『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
醤
語
文
化
研
究
』
二

　
〇
、
東
京
外
大
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
（
一
九
八
○
）
、
八
～
一

　
八
三
頁
。

⑧
＞
9
U
響
巳
の
恥
§
§
に
あ
る
ハ
デ
ィ
ー
ス
。

⑨
ヤ
ズ
ド
の
地
方
史
に
も
、
ζ
爵
践
N
寧
U
冨
が
人
々
か
ら
「
第
七
の
世
紀
を

　
約
束
さ
れ
た
者
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
記
述
が
あ
る
［
謡
ざ
。
。
①
一
円
ざ

　
O
ω
一
。
ま
た
、
諸
¢
げ
巴
N
p
囲
－
σ
冒
の
主
馬
頭
（
㌧
r
轟
門
－
鴨
脚
ゲ
¢
困
）
で
あ
っ
た

　
ζ
菩
ヨ
巴
（
畢
《
で
は
鼠
昌
§
ヨ
践
）
げ
■
醤
。
。
冒
》
鼠
H
・
罫
含
H
が
建
設
し
た

　
マ
ド
ラ
サ
の
入
り
口
の
上
部
に
は
、
こ
の
ラ
カ
ブ
が
書
か
れ
て
い
た
と
い
う

　
［
『
ざ
一
ト
⊃
呂
。

⑩
井
筒
俊
彦
『
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
隔
、
申
越
公
論
社
（
一
九
九
～
）
、
六
七
頁
。

⑪
ω
訂
び
雪
憲
建
の
ご
出
身
の
著
名
な
ウ
ラ
マ
ー
。
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
期
》
匿

　
ω
口
．
昆
か
ら
ス
ル
タ
…
ニ
ヤ
に
招
か
れ
、
ρ
餅
脅
冬
田
四
ヨ
似
寄
犀
に
任
命
さ
れ
た
。

　
〉
ぴ
q
H
ω
冨
ρ
写
旨
支
配
下
の
シ
…
ラ
ー
ズ
で
も
影
響
力
を
持
ち
、
竃
q
暫
叫
詩
餌
7

　
U
ぎ
に
よ
る
シ
ー
ラ
ー
ズ
遠
征
時
に
イ
ン
ジ
ュ
ー
朝
の
代
表
と
し
て
講
和
交
渉
を

　
行
っ
た
が
、
失
敗
。
シ
ー
ラ
ー
ズ
陥
落
直
前
に
脱
出
し
、
一
時
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝

　
に
仕
え
た
［
窃
”
卜
。
鐸
叫
ミ
…
冨
卜
⊃
∴
⑩
ρ
踏
石
－
卜
。
蒔
ご
§
ミ
一
〇
ρ
憲
轟

　
（
寓
≦
曾
冨
区
刈
ご
ω
三
巳
混
く
。
一
』
も
O
．
卜
。
c
。
㎝
山
。
。
メ
．
．
寧
ご
H
．
、
”
豊
。

⑫
岩
武
（
一
九
九
八
）
、
八
四
頁
一
国
葺
ヨ
雪
詳
》
‘
、
．
臣
器
。
【
浮
。
俳
。
×
①
勺
9
Φ
－

　
巨
犀
α
q
㊦
α
q
窪
℃
臣
。
。
。
。
喜
窪
β
匿
即
㊦
箆
Φ
爵
Φ
丁
Φ
首
Φ
N
簿
σ
q
Φ
＆
。
。
駐
。
竃

　
ω
o
澤
聾
α
q
Φ
α
q
8
欄
鑑
篤
1
ζ
信
、
冒
群
U
冒
尾
器
留
旨
縣
。
。
①
冒
、
．
↓
貸
讐
9
壁
宰
覧

　
鑓
甑
雪
－
艮
愚
、
皆
．
、
．
．
り
b
ミ
掬
簿
ミ
b
9
一
⑩
お
も
や
b
。
刈
①
幽
ミ
。

⑬
佐
藤
（
二
〇
〇
四
）
、
一
五
九
1
＝
ハ
○
頁
。

⑭
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ミ
の
中
で
常
に
ζ
魯
倒
旨
群
U
ヨ
を
指
し
て
用
い
ら

　
れ
る
「
カ
リ
フ
位
の
避
難
所
た
る
陛
下
（
欝
仙
韓
点
臣
惹
寅
－
鵠
p
似
7
）
」
と
い

　
う
呼
称
に
も
衷
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
［
ミ
㍊
鍛
｛
．
］
。
通
例
、
ペ
ル
シ
ャ
語
で

　
あ
る
人
物
を
修
飾
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
「
～
の
避
難
所
（
～
も
き
竪
）
」
と
い

「
う
表
現
は
、
「
～
」
に
あ
た
る
名
詞
が
そ
の
人
物
の
所
有
下
に
あ
る
、
ま
た
は
資

　
質
乃
至
職
務
と
し
て
そ
の
人
物
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
よ
っ
て
こ
の
場

　
合
、
鍔
¢
竃
【
群
効
7
∪
冒
が
「
カ
リ
フ
位
、
カ
リ
フ
権
」
を
有
す
る
人
物
で
あ
る

　
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
史
料
で
も
、

　
蜜
仁
薮
旨
四
7
U
冒
を
「
時
の
カ
リ
フ
（
尊
跨
｛
甲
覧
、
四
匿
）
」
［
票
宅
…
冨
b
。
］
と
称

　
す
る
も
の
や
、
バ
イ
ア
の
後
《
詞
藻
N
弾
7
U
冒
が
「
カ
リ
フ
位
と
ス
ル
タ
ン
位

　
に
座
し
た
」
［
b
詠
§
…
曽
①
］
と
い
っ
た
よ
う
に
、
9
¢
げ
餌
H
雪
雲
W
U
冒
を
カ
リ
フ

　
と
同
～
視
す
る
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑮
本
田
実
信
門
イ
ル
ハ
ン
の
冬
営
地
・
夏
営
地
」
、
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
研
究
㎞
、

　
東
京
大
学
出
版
（
一
九
九
九
）
、
三
七
九
－
三
八
○
頁
。

⑯
～
三
五
八
年
以
降
タ
ブ
リ
…
ズ
を
支
配
し
た
ジ
ャ
ラ
イ
ル
朝
ω
冨
斎
げ
d
≦
p
貯

　
は
、
～
三
五
六
－
七
年
の
時
点
で
は
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
地
方
に
侵
攻
し
て
き
た

　
金
帳
ハ
ー
ン
智
獣
ゆ
Φ
α
Q
の
名
で
貨
幣
を
鋳
造
し
て
い
た
が
、
　
＝
二
六
～
年
以
降

　
に
鋳
造
さ
れ
た
貨
幣
で
は
「
ス
ル
タ
ン
」
と
し
て
自
ら
の
名
を
刻
ん
で
い
る

　
　
［
。
｛
9
≧
喜
ヨ
一
㊤
隷
も
．
δ
9
b
ヴ
錯
倒
昌
お
島
も
℃
』
虹
幽
認
］
。

（740）96

お
　
わ
　
り
　
に

イ
ル
・
ハ
ー
ン
〉
び
q
ω
鎚
．
泣
死
後
の
混
乱
期
に
お
い
て
、
竃
暮
ぎ
N
門
門
－
U
冒
は
ヤ
ズ
ド
の
有
力
者
と
友
好
的
な
関
係
を
築
き
、
ケ
ル
マ
ー



ムザッファル朝における支配の正統性（杉山）

ン
地
方
征
服
以
降
は
、
ウ
ラ
マ
ー
の
側
も
積
極
的
に
冨
口
げ
践
N
巴
－
U
冒
の
支
配
を
正
当
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
都
市
住
民
か
ら

支
配
に
対
す
る
支
持
を
獲
得
し
た
墨
差
踏
N
群
U
冒
は
、
健
偶
ハ
ー
ン
や
》
暫
H
ω
冨
ρ
H
学
賞
の
宗
主
権
か
ら
脱
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
未

だ
自
身
の
名
で
フ
ト
バ
と
ス
ィ
ッ
カ
の
権
利
を
行
使
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
征
服
後
に
は
、
さ
ら
な
る
軍
事
遠
征

を
展
開
す
る
た
め
、
薪
た
に
支
配
下
に
治
め
た
地
域
に
お
い
て
、
支
配
者
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
こ
で
選
択
さ

れ
た
の
が
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
に
対
す
る
バ
イ
ア
と
い
う
行
為
で
あ
り
、
そ
の
後
「
ス
ル
タ
ン
」
の
地
位
と
宗
教
的
指
導
者
と
し

て
の
権
威
を
根
拠
と
す
る
支
配
の
正
統
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
ζ
昏
鯛
二
季
∪
冒
の
政
策
と
支
配
者
と
し
て
の
権
威
の
変
遷
は
、
領
土
拡
大
を
続
け
る
「
イ
ラ
ン
系
」
地
方
政
権
の
君
主
が
新

た
な
支
配
領
域
に
お
い
て
支
配
の
正
統
性
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
都
市
の
有
力
者
と
の
関
係
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
何
ら
か
の
別
の
根

拠
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
～
方
で
、
ζ
魯
9
N
寧
∪
冒
が
行
っ
た
カ
イ
ロ
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
に
対

す
る
バ
イ
ア
は
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
9
ご
σ
Q
冒
国
げ
弩
の
権
威
の
失
墜
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
た
に
宗
教
的
権
威
を
持
つ
君
主
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
と
が
支
配
の
正
統
性
を
得
る
上
で
重
要
な
要
素
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
扱
っ
た
ζ
郎
蔑
H
一
N
巴
－
∪
冒
が
支
配
の
正
統
性
を
確
立
す
る
過
程
は
、
イ
ル
・
ハ
ー
ン
朝
崩
壊
後
の
地
方
政
権
の
中
で
も
特
異
な
例

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ζ
号
弩
N
群
∪
旨
の
跡
を
継
い
だ
ω
鼠
げ
ω
ご
域
が
後
に
後
継
者
に
選
ん
だ
の
は
、
サ
イ
イ
ド
の
女
性
と
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
生
ま
れ
た
息
子
N
¢
巻
群
．
肉
甑
餅
戸
（
在
位
一
三
八
四
～
七
）
で
あ
っ
た
。
史
料
か
ら
は
、
N
ゆ
看
群
．
囲
ぼ
肝
⇒
が
君
主
と
し
て
十
分
な
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

能
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
た
め
、
ω
げ
聾
ω
げ
丘
倒
、
が
自
身
の
息
子
達
の
中
か
ら
N
Q
春
巴
－
、
囹
ぴ
乙
冒
を
後
継
者
に
指
名
し
た

要
因
は
、
彼
の
持
つ
サ
イ
イ
ド
の
血
統
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
後
継
者
選
択
は
、
当
時
の
イ
ラ
ン
に
お
け
る
サ

イ
イ
ド
崇
拝
の
高
ま
り
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
ζ
昏
鋤
旨
巴
－
U
冒
の
主
張
し
た
世
俗
権
力
と
宗
教
的
権
威
が
結
び
つ
い
た
君
主
像
を
反
映
し

て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
自
身
サ
イ
イ
ド
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
の
指
導
者
で

も
あ
っ
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
君
主
の
概
念
に
も
繋
が
る
現
象
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
両
者
の
問
に
は
相
違
点
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
も
ま
た
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事
実
で
あ
り
、
そ
の
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
本
稿
は
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
ζ
嘗
践
N
群
U
冒
の
治
世
と
い
う
隈
ら
れ
た
期
間
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
テ
ィ
ム
ー
ル

朝
や
そ
れ
に
続
く
王
朝
の
変
遷
の
中
で
、
ウ
ラ
マ
ー
を
始
め
と
す
る
都
市
住
民
と
王
朝
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
だ

不
明
な
点
が
多
い
一
四
～
一
五
世
紀
の
イ
ラ
ン
の
政
治
的
、
宗
教
的
状
況
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

①
　
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
初
期
の
宮
廷
史
家
に
よ
る
年
代
記
や
外
交
昌
昌
に
よ
れ
ば
、

　
感
冒
臼
は
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
軍
事
活
動
の
時
と
は
異
な
り
、
イ
ラ
ン
遠
征

　
の
際
に
は
○
匡
鵠
σ
q
尉
家
の
権
威
を
・
王
噛
す
る
こ
と
な
く
、
塊
儲
ハ
ー
ン
に
「
イ

　
ス
ラ
ー
ム
の
帝
王
」
を
名
乗
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
軍
事
行
動
を
正
錨
化

　
し
て
い
る
［
安
藤
（
一
九
九
五
）
、
二
五
九
頁
一
≦
o
o
匹
ω
こ
．
芝
こ
．
．
日
ぎ
霞
．
ω

　
○
Φ
器
臣
。
α
q
冤
、
げ
§
匙
・
ミ
ミ
ミ
勲
§
測
題
。
轟
隠
貯
ミ
敷
砂
亀
恥
§
，
ミ
§
§
導
、
ミ
、
駄

　
さ
、
§
防
謹
§
§
あ
聾
霊
訂
Ω
§
一
〇
〇
ρ
や
一
8
］
。

②
彼
は
ω
7
聾
ω
評
智
、
と
囚
習
げ
雪
の
サ
イ
イ
ド
家
系
出
身
の
姻
薮
霞
巳

　
．
d
鑓
白
餌
．
の
問
に
生
ま
れ
た
［
冒
ヨ
鋒
9
7
U
H
⇔
〉
ゲ
琴
跳
び
．
．
≧
山
群
掴
島
畠
昌

　
同
ぎ
、
目
8
審
（
o
円
H
牙
．
零
訂
）
”
．
q
誌
誉
ミ
・
智
§
喬
》
誠
き
巴
》
竪
N
冒
§
”

　
し
ヴ
㊦
蹄
¢
ρ
賢
．
山
∴
陣
薫
煙
武
（
　
九
九
二
）
、
六
八
一
七
一
頁
］
。
ω
冨
ず
ω
ご
智
、

　
の
死
後
、
即
位
し
た
が
親
族
間
の
抗
争
に
敗
れ
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
最
後
の
君
主

　
と
な
る
G
o
げ
疑
ζ
飴
境
界
（
在
位
一
三
八
八
～
＝
二
九
三
）
に
よ
っ
て
盲
目
と
さ

　
れ
た
［
謹
ミ
蒜
ω
ご
ω
耳
q
号
く
。
別
押
で
．
卜
。
ω
己
。
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
崩
壊
後
、

　
↓
ヨ
鐸
に
よ
っ
て
助
命
さ
れ
サ
マ
ル
カ
ン
ド
で
余
生
を
送
っ
た
［
ミ
ミ
一
一
Q
。
卜
。
一

　
ω
g
巳
餌
く
。
一
．
一
も
』
8
］
。

③
例
え
ば
、
彼
は
ω
ゲ
蓼
ω
含
智
．
か
ら
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
ハ
ー
キ
ム
職
を
委

　
ね
ら
れ
て
い
た
が
、
＝
二
八
二
…
三
年
頃
「
若
さ
ゆ
え
の
尊
大
さ
」
の
た
め
に
罷

　
免
さ
れ
て
い
る
［
§
ミ
…
一
〇
c
◎
］
。
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　　　　　　　The　Legitimacy　of　the　Rule　of　the　Mulaffarids　：

Changes　in　Policy　during　the　Reign　of　MubEriz　al－DTn　Muljammad

by

SUGIYAMA　Masaki

　　After　the　death　of　the　last　de　facto　II　Khan，　Aba　SaTd，　in　1335，　influential　Mon－

gol　amTrs　seated　descendants　of　Chngiz　Khalt　as　puppet　ralers　in　a　struggle　for

power．　At　first，　local　lranian　dynastic　regirnes，　which　had　been　established　Lmder

the　ll　KhAnid　dynasty，　recognized　the　authority　of　such　puppet　1thZns，　but　later　de－

nied　the　authority　of　the　Mongols．　Although　a　large　number　of　studies　have　been

made　on　how　regional　lranian　regimes　won　support　for　their　rule，　little　research

has　been　devoted　to　the　Mu4affarids，　one　of　the　local　regimes　established　du血g

the　ll　1〈hanid　period．　Therefore，　1　wish　£o　show　in　this　study　the　process　of　the

establishment　of　the　leghimacy　of　the　rule　of　Mubariz　al－Din　Muliiarmnad，　the

founder　of　the　dynasty．

　　Mulaffar，　the　father　of　Mubariz　al－Drn，　served　several　of　the　ll　Khanid　yulers，

and　was　conferred　the　post　of　oversee血g　the　roads伽顧盈O　in　Yazd　dist｝猛ct．

After　his　father’s　death，　Mubariz　al－DTn　inherited　the　post　and　was　then　given　the

title　of　governor　of　Yazd　by　Aba　Sa‘rd　in　1318．　Because　the　Mu4affarids　were　de－

scended　from　an　Arab　famlly　who　had　migrated　£o　Yazd　during　the　Mongol　inva－

sion，　they　had　no　relations　with　the　people　of　Yazd．　lt　seems　割くely　that　without

the　support　of　the　ll　Klian，　Mubatriz　al－Din　could　not　have　attained　legitirnacy　to

rule　Yazd　from　the　first．

　　After　obtainlrig　the　right　to　rule　in　Yazd，　Mubariz　al－Din　actively　stayted　to　de－

velop　relabions　with　powerfu1　figures　in　Yazd，　especially　a　family　of　the　Sayyids

known　as　the　Nizam，　giving　them　economic　support　in　the　forrr｝　of　appointments　to

othces．　Moreover，　as　Mubairiz　al－Din　conquered　the　Kirman　district，　the　‘ulama

came　to　play　an　important　role　when　he　made　war　or　concluded　peace　with　the

nomadic　tribes　of　Mongols　in　the　district．　ln　this　way，　we　may　say　that　he　won

the　support　of　city　dwellers　for　his　own　ru！e，　but　he　made　no　effort　to　make　out－

ward　display　of　his　position　as　ruler　at　£he　tirr｝e．

　　After　MubAriz　al－DTn　captured　ShTrhz　in　1353，　he　had　to　establish　the　legitimacy

of　his　rule　over　the　newly　gained　Fars　district　in　order　to　further　his　military　oper－

ations．　Consequently，　he　chose　to　swear　an　oath　of　loyalty　（bay‘a）　to　the　‘AbbAsid

（785）



Callph　in　Cairo．　Thereafter，　Mubaliiz　al－DTn　came　to　assert　not　only　his　status　as

secular　ruler，　SultAn，　but　the　authority　of　a　religious　leader　as　weil．

　　Judging　from　the　changes　poticy　during　the　yeign　of　MubExiz　al－Din，　it　appears

that　both　secular　power　and　religious　authority　were　required　by　a　ruler　in　order

to　establish　the　legitimacy　of　rule　in　lran　where　the　authority　of　the　Chingizid　had

rapidly　faded．
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